
一
　
は
じ
め
に

　

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
推
計
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
に
お
い
て
、
世
帯
主
が
六
五
歳
以
上
で
夫
婦
の
み
の
世
帯
数

は
五
四
〇
万
世
帯
で
あ
り
、
世
帯
主
が
六
五
歳
以
上
で
単
身
の
世
帯
数
は
四
九
八
万
世
帯
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
二
〇
三
五
年
に
は
世
帯

主
が
六
五
歳
以
上
で
夫
婦
の
み
の
世
帯
数
は
六
二
五
万
世
帯
と
な
り
、
世
帯
主
が
六
五
歳
以
上
で
単
身
の
世
帯
数
は
七
六
二
万
世
帯
に

な
る
と
の
推
計
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い（

1 
）
る
。
高
齢
者
の
み
の
世
帯
に
お
い
て
は
、
将
来
的
に
介
護
等
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
、
介
護
施

設
や
高
齢
者
住
宅
等
の
高
齢
者
の
住
ま
い
の
利
用
が
増
え
る
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
三
年
の
統
計
で
は
、
要
支
援
・
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
約
五
八
四
万
人
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
居
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
者

は
約
四
九
万
人
に
す
ぎ
ず
、
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
住
ま
い
へ
の
転
居
ニ
ー
ズ
は
高
い
と
い
わ
れ
て
い（

2 
）
る
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
の
資
料
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
の
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
数
の
う
ち
高
齢

者
の
住
ま
い
の
定
員
数
の
割
合
は
五
・
〇
％
（
介
護
施
設
系
が
三
・
五
％
、
高
齢
者
住
宅
系
が
一
・
五
％
）
に
す
ぎ
ず
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
六
・

〇
％　

シ
ニ
ア
住
宅
は
含
ま
れ
て
い
な
い
）、
デ
ン
マ
ー
ク
（
八
・
七
％
）、
イ
ギ
リ
ス
（
一
〇
・
四
％
）
と
比
べ
る
と
不
足
し
て
い
る
と
さ
れ

（
3 
）
る
。
さ
ら
に
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
比
較
的
費
用
が
高
額
な
も
の
が
多
い
た
め
、
比
較
的
裕
福
な
高
齢
者
で
な
け
れ
ば
入
居
は
難
し

く
、
ま
た
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
は
じ
め
と
す
る
公
的
施
設
は
常
に
定
員
一
杯
で
あ
り
、
既
に
五
〇
万
人
以
上
が
入
居
待
ち
の
状

態
で
あ
る
な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
べ
く
、
現
在
、
わ
が
国
で
は
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
（
約
八
〇
〇
万
人
）
が
七
五
歳
以
上
と
な
る

二
〇
二
五
年
を
目
途
に
、
高
齢
者
の
尊
厳
の
保
持
と
自
立
生
活
の
支
援
の
目
的
の
も
と
で
、「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
を

推
進
し
て
い
る
。「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
人
生
の
最
期
ま

で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
住
ま
い
・
医
療
・
介
護
・
予
防
・
生
活
支
援
が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
地
域
包
括
ケ
ア
の
仕
組
み
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
包
括
ケ
ア
体
制
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
居
宅
で
の
生
活
が
困
難
と
な
っ
た
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
、
医
療
や

介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
な
が
ら
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
自
宅
に
代
わ
る
高
齢
者
の
住
ま
い
が
必
要
と
な（

4 
）
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
二
〇
一
一
年
四
月
の
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
高
齢
者
住
ま
い
法
」
と

呼
ぶ
。）
の
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
各
種
高
齢
者
向
け
賃
貸
住
宅
（
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
、
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
、
高

齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
）
を
廃
止
し
、「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住（

5 
）
宅
」（
以
下
、「
サ
高
住
」
と
呼
ぶ
。）
と
い
う
民
間
型
高
齢
者
向
け

住
ま
い
の
登
録
制
度
が
創
設
さ
れ（

6 
）
た
。
サ
高
住
を
建
設
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
国
か
ら
の
補
助
金
交（

7 
）
付
や
住
宅
金
融
支
援
機
構
に
よ
る

建
設
資
金
の
融（

8 
）
資
、
税
制
上
の
優
遇
措（

9 
）
置
な
ど
の
支
援
策
が
あ
り
、
こ
の
た
め
、
高
齢
者
住
ま
い
法
改
正
か
ら
わ
ず
か
四
年
あ
ま
り
の

う
ち
に
合
計
五
六
五
七
棟
（
一
八
万
二
八
六
五
戸
）
も
の
サ
高
住
が
建
設
さ
れ
、
運
営
が
な
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
五
年
七
月
時（

10 
）

点
）。
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有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
、
居
住
と
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
同
一
事
業
者
に
よ
っ
て
包
括
的
に
提
供
さ
れ
る
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
入
居
に
際
し
て
は
、
居
住
に
関
す
る
権
利
と
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
権
利
が
一
体
と
な
っ
た
「
利
用
権
」
設
定
契
約
が
締

結
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
、
サ
高
住
は
、
自
宅
に
代
わ
る
高
齢
者
の
「
住
宅
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
入
居
に
際
し
て
は
、
居
住
に
関
す
る
契
約
と
し
て
、
賃
貸
借
契
約
の
み
が
締
結
さ
れ
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
契
約
に
つ
い

て
は
あ
く
ま
で
選
択
的
に
締
結
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
サ
高
住
が
、
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
特
殊
な
住
宅
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
サ
高
住
に
お
け
る
高
齢
者
の
居
住
に
関
し
て
、
通
常
の
賃
貸
借
契
約
と
同
様
に
と
ら
え
て
も
よ
い
か
は
検
討
の
余
地

が
あ
る
と
い
え
よ（

11 
）
う
。

　

も
と
も
と
「
高
齢
者
施
設
（
施
設
ケ
ア
）」
か
ら
「
高
齢
者
住
宅
（
居
宅
ケ
ア
）」
へ
の
政
策
転
換
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
の
北
欧
型

社
会
福
祉
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
、
い
ち
早
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
詳
細
な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の（

12 
）
の
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
高
齢
者
の
住
ま
い
へ
の
入
居
基
準
や
施

設
・
設
備
の
内
容
に
つ
い
て
の
も
の
や
、
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
高
齢
者
の
居
住
に
関
す
る
契
約
関
係

に
つ
い
て
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
政
策
の
変
遷
や
そ
の
居
住
形
態
を
整
理
し
な
が

ら
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
契
約
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

東洋法学　第59巻第 2号（2016年 1 月）

297



二
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い

1
　
高
齢
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
政
策

　

ま
ず
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
政
策
の
変
遷
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
、
古
く
か
ら
高
齢
者
の
住
ま
い
に
つ
い
て
高
い
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か

け
て
高
齢
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
様
々
な
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

一
八
九
六
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
初
の
「
老
人
ホ
ー
ム
（Å

lderdom
shem

）」
が
ヨ
ー
テ
ボ
リ
（Göteborg

）
に
建
設
さ
れ
て
以
降
、

各
地
に
老
人
ホ
ー
ム
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
当
時
の
老
人
ホ
ー
ム
は
住
環
境
が
悪
く
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
欠
落
し
て

い
た
た
め
、
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
、
厳
し
い
社
会
的
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な（

13 
）
り
、
そ
の
数
は
徐
々
に
減
少
し
て
い
く
こ
と
と
な

る
。
そ
の
後
、
一
時
的
に
老
人
ホ
ー
ム
の
建
設
に
国
庫
補
助
が
導
入
さ
れ
る
が
、
一
九
六
四
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
、
重
度
の
介

護
が
必
要
な
高
齢
者
の
み
を
長
期
療
養
病
院
で
あ
る
「
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
（Sjukhem

）」
に
入
所
さ
せ
て
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
お

こ
な
い
、
そ
れ
以
外
の
高
齢
者
に
対
し
て
は
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
で
対
処
し
て
い
く
方
針
を
打
ち
出
し
た
こ
と
か
ら
、
老
人
ホ
ー
ム
建

設
の
た
め
の
国
庫
補
助
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な（

14 
）
る
。

　

さ
ら
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
多
く
の
「
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
（Service-

hus

）」
と
い
う
介
護
サ
ー
ビ
ス
付
き
住
宅
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
は
普
通
の
ア
パ
ー
ト
と
同
様
の
形
態
の
も

の
が
多
い
が
、
介
護
度
が
高
く
な
っ
て
も
住
み
や
す
い
よ
う
に
部
屋
を
改
造
し
た
り
、
ナ
イ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
や
緊
急
ア
ラ
ー
ム
、
居
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
な
ど
、
充
実
し
た
生
活
を
送
れ
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ（

15 
）
る
。

　

当
時
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
を
建
設
す
る
に
あ
た
り
国
庫
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
老
人
ホ
ー
ム
の
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代
わ
り
に
、
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な（

16 
）
る
。
一
九
八
五
年
か
ら
一
九
九
一
年
に
お
け
る
各
高
齢
者
の
住
ま
い
の
利
用

者
数
を
比
較
す
る
と
、
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
四
万
八
九
一
六
人
か
ら
三
万
四
五
一
五
人
と
大
幅
に
減
少
し
、
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム

も
四
万
八
六
五
人
か
ら
三
万
三
四
六
人
と
若
干
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
、
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
に
つ
い
て
は
三
万
五
九
四
九
人
か
ら

五
万
二
四
三
八
人
に
ま
で
急
増
し
て
い（

17 
）
る
。

　

サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
の
普
及
に
よ
り
、
高
齢
者
の
住
ま
い
は
充
実
し
て
き
た
も
の
の
、
福
祉
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
（K

om
m

u （
18 
）

n

）、
医
療
は

ラ
ン
ス
テ
ィ
ン
グ
（Landsting

）
と
行
政
管
轄
が
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
一
貫
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、

行
政
責
任
の
主
体
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
に
よ
り
高
齢
者
の
住
ま
い
の
供
給
拡
大
は
遅
れ
て
い（

19 
）
た
。
さ
ら
に
、
高
齢
者
が
退
院
し
た

後
の
環
境
（
例
え
ば
二
四
時
間
の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
退
院
し
て
も
行
く
と
こ
ろ
が
な
い
た
め
、
そ
の

ま
ま
入
院
を
続
け
る
高
齢
者
（
社
会
的
入
院
患
者M

edicinskt färdigbehandlade

と
い
わ
れ
る
。）
が
増
加
し
、
病
院
で
の
費
用
は
、
施

設
で
の
介
護
よ
り
安
価
で
あ
っ
た
た
め
、
介
護
を
受
け
る
施
設
に
よ
っ
て
経
済
的
負
担
が
異
な
る
と
い
う
不
公
平
も
生
じ
て
い（

20 
）
た
。

　

そ
こ
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
、
一
九
九
二
年
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
本
法
で
あ
る
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
（Socialtjänst-

lagen SFS1980:620

）、
及
び
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
本
法
で
あ
る
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
法
（H

älso-och sjukvårdsla-

gen SFS1982:736

）
を
改
正
し
て
、
高
齢
者
福
祉
政
策
の
転
換
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
エ
ー
デ
ル
改
革
（Ä

delreform

（
21 
）

en

）
と
呼
ば

れ
、
高
齢
者
福
祉
に
関
す
る
各
種
権
限
及
び
責
任
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
ラ
ン
ス
テ
ィ
ン
グ
と
で
分
散
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
原
則
的
に
コ

ミ
ュ
ー
ン
が
全
て
の
権
限
を
も
つ
も
の
と
し
（
改
正
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
二
一
条
、
改
正
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
法
三
条
）、
そ
の
上
で
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
（Institutionsvård

）
と
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
（Ö

ppenvård
）
の
拡
充
責
任
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
改
正
社
会

サ
ー
ビ
ス
法
三
条
以（

22 
）

下
）。

　

エ
ー
デ
ル
改
革
に
よ
り
、
改
革
前
は
、
老
人
ホ
ー
ム
、
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（Gruppboende

）、
サ
ー
ビ
ス
ハ
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ウ
ス
と
個
別
に
分
類
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
改
革
に
よ
っ
て
「
特
別
住
居
（SÄ

BO
 : Särskilt boende

）」
と
し
て
統
合
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
、
特
別
住
居
へ
の
入
居
の
際
に
は
ニ
ー
ズ
判
定
員
（Biståndshandlägga

（
23 
）

re

）
に
よ
る
入
居
許
可
の
審
査
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
全
て
「
住
宅
」
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
居
住
の
契
約
形
態
と
し
て
は
、
建
物
賃

貸
借
契
約
（H

yresrä

（
24 
）

tt

）
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
後
述
す
る
土
地
法
第
一
二
章
の
適
用
を
受
け
る
結
果
、
原
則
的
に
死
ぬ
ま
で
住
み

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ（

25 
）た。

　

こ
の
よ
う
な
特
別
住
居
に
対
し
、
高
齢
者
が
今
ま
で
住
ん
で
き
た
自
宅
や
、
入
居
の
際
に
ニ
ー
ズ
判
定
員
に
よ
る
入
居
許
可
の
審
査

を
経
る
必
要
の
な
い
一
定
年
齢
以
上
の
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
シ
ニ
ア
住
宅
な
ど
は
、
国
民
の
間
で
は
「
一
般
住
居
」
と
い
う
名
称
で

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
エ
ー
デ
ル
改
革
に
よ
り
医
療
費
用
や
介
護
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
と
っ
て
、
建
物
内
に
お
い

て
ま
と
ま
っ
て
複
数
人
を
介
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
屋
や
設
備
が
整
っ
て
い
れ
ば
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
を
抑
え
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
普
通
の
ア
パ
ー
ト
構
造
で
あ
る
た（

26 
）め、

コ
ミ
ュ
ー
ン
の

負
担
は
、
徐
々
に
膨
ら
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
住
宅
供
給
責
任
法
（lag om

 kom
m

unernasbostadsforsorjningsansvar 

SFS2000:1383

）
を
制
定
し
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
、
住
民
が
良
質
な
住
宅
を
得
ら
れ
る
た
め
の
住
宅
供
給
計
画
を
作
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を
課
し
、
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
で
は
（Socialtjähstlag 

SFS2001:453

）、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
、
高
齢
者
が
住
み
や
す
い
住
居
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を

課
し
た
こ
と
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
負
担
は
さ
ら
に
増
加
す
る
こ
と
に
な（

27 
）る。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
財
政
負
担
の
急
激
な
増
加
を
恐
れ
、
自
ら
が
管
理
す
る
特
別
住
居
に
投
下
す
る
費
用
よ
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り
も
は
る
か
に
少
な
く
て
済
む
一
般
住
居
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
へ
、
す
な
わ
ち
「
シ
ニ
ア
住
宅
（Seniorboende

）」
へ
と
シ
フ

ト
チ
ェ
ン
ジ
し
た
と
い
わ
れ
て
い（

28 
）

る
。
シ
ニ
ア
住
宅
と
は
、
一
般
住
宅
群
に
お
い
て
一
定
年
齢
以
上
（
五
五
歳
か
ら
入
居
可
能
な
も
の

と
、
六
五
歳
以
上
の
も
の
と
が
あ
る
）
の
高
齢
者
を
対
象
に
し
た
全
て
の
住
宅
を
意
味
す
る
概
念
と
さ
れ（

29 
）

る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
管
理
下
に

な
い
た
め
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
を
負
担
す
る
だ
け
で
済
む
の
で
あ
る
。
シ
ニ
ア
住
宅
の
供
給
量
は

二
〇
〇
〇
年
に
は
約
一
万
一
〇
〇
〇
件
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
に
は
約
三
万
二
八
〇
〇
件
に
ま
で
増
加
し
て
い（

30 
）

る
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
、
高
齢
者
の
住
ま
い
の
供
給
が
需
要
に
追
い
付
か
ず
、
ま
た
、
社
会
的
に
孤
立
し
て
い
る
と
感
じ
る

高
齢
者
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
問
題
提
起
が
高
齢
者
住
宅
委
員
会
の
調
査
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府

は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
べ
く
、「
安
心
住
宅
（T

rygghetsbostäder

）」
と
呼
ば
れ
る
住
居
を
供
給
す
る
方
針
を
採
り
、

二
〇
一
〇
年
一
月
一
日
に
、「
高
齢
者
に
安
心
住
宅
を
供
給
す
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
権
限
に
関
す
る
法
」
を
成
立
さ
せ
て
、
安
心
住
宅
を

創
設
し（

31 
）
た
。
安
心
住
宅
と
は
、
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
が
入
居
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
一
般
の
住
ま
い
と
介
護
に
特
化
し
た
高

齢
者
の
住
ま
い
の
中
間
形
態
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
介
護
に
特
化
し
た
高
齢
者
の
住
ま
い
に
入
居
す
る
必
要
性
が
で
て

く
る
ま
で
の
間
、
住
む
こ
と
の
で
き
る
高
齢
者
の
住
ま
い
の
こ
と
を
い（

32 
）
う
。
安
心
住
宅
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
と
ほ
ぼ
同
様

の
機
能
を
有
し
て
お
り
、
安
心
住
宅
が
一
般
住
居
と
し
て
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
の
必
要
性
は
さ
ら
に
少
な

く
な
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い（

33 
）
る
。

2
　
高
齢
者
の
住
ま
い
の
種
類

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い
は
、
エ
ー
デ
ル
改
革
以
降
、「
特
別
住
居
」
と
、
そ
れ
以
外
の

「
一
般
住
居
」
に
大
別
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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特
別
住
居
と
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
管
理
の
も
と
、
高
齢
者
が
住
み
な
が
ら
一
定
の
介
護
や
看
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

高
齢
者
の
住
ま
い
の
こ
と
を
指
し
、
入
居
す
る
為
に
は
ニ
ー
ズ
判
定
員
に
よ
る
入
居
許
可
の
審
査
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
一
般
住
居
と
は
、
入
居
の
際
に
ニ
ー
ズ
判
定
員
に
よ
る
審
査
を
経
る
必
要
の
な
い
高
齢
者
の
住
ま
い
で
あ
り
、
高
齢

者
が
今
ま
で
住
ん
で
き
た
自
宅
や
、
一
定
年
齢
以
上
の
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
シ
ニ
ア
住
宅
、
高
齢
者
が
住
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
（K

ollektivhus

）
な
ど
の
住
居
の
こ
と
を
い
う
。
一
般
住
居
に
は
、
も
と
も
と
特
別
住
居
の
よ
う
な
介
護
や
看
護

サ
ー
ビ
ス
が
付
い
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
よ
る
き
め
細
か
な
居
宅
介
護
サ
ー

ビ（
34 
）
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
ニ
ー
ズ
判
定
員
に
よ
る
入
居
許
可
の
審
査
を
経
れ
ば
特
別
住
居
に
移
り
住
む
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
、
各
種
の
住
ま
い
や
生
活
形
態
を
選
択
で
き
る
権
利
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
生
き
が
い
を
な
く
さ
ず
に
生
き
る
こ
と
の

前
提
だ
と
考
え
ら
れ
て
い（

35 
）
る
。
な
お
、
安
心
住
宅
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
特
殊
な
性
質
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、

特
別
住
居
と
一
般
住
居
の
い
ず
れ
に
も
分
類
せ
ず
、
第
3
の
類
型
の
高
齢
者
の
住
ま
い
と
し
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

以
下
で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
宅
を
、
特
別
住
居
、
一
般
住
居
、
安
心
住
宅
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
に

つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。

⑴
　
特
別
住
居

ア
　
老
人
ホ
ー
ム

　

常
時
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
一
人
ひ
と
り
が
独
立
し
た
居
室
（
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
四
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
程
度
）
を
有
し
て
お
り
、
居
室
内
に
は
小
型
の
台
所
と
専
用
の
バ
ス
ル
ー
ム
（
シ
ャ
ワ
ー
、
ト
イ
レ
）
を
完
備
し
た
も
の
が
現
在
の
標

準
の
タ
イ
プ
と
な
っ
て
い（

36 
）
る
。
職
員
は
、
居（

37 
）
宅
介
護
主
事
や
看
護
師
資
格
を
持
つ
者
を
責
任
者
と
し
、
社
会
福
祉
介
護
士
や
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
、
准
看
護
師
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ（

38 
）

る
。
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老
人
ホ
ー
ム
の
運
営
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
行
う
。
居
住
費
は
部
屋
の
大
き
さ
等
に
よ
っ
て
異
な
り
、
居
住
費
及
び
介
護
費
用
は
利
用
者

の
収
入
に
準
じ
て
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
支
払（

39 
）

う
。

イ
　
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム

　

慢
性
病
な
ど
、
何
ら
か
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
日
常
的
に
必
要
と
す
る
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
。

　

エ
ー
デ
ル
改
革
以
前
は
ベ
ッ
ド
中
心
の
複
数
人
に
よ
る
大
部
屋
が
多
か
っ
た
が
、
エ
ー
デ
ル
改
革
に
よ
り
独
立
し
た
個
室
の
形
態
に

リ
フ
ォ
ー
ム
さ
れ
、
老
人
ホ
ー
ム
の
居
室
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
職
員
は
、
看
護
師
を
責
任
者
と
し
て
、
准
看
護
師

な
ど
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
医
師
は
契
約
に
よ
り
定
期
的
に
訪
問
し
診
察
を
行（

40 
）

う
。

　

エ
ー
デ
ル
改
革
以
前
の
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
は
、
病
院
付
属
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
（Centrala sjukhem

　

高
齢
者
専
門
病
棟
に
付
設

さ
れ
た
も
の
）、
地
域
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
（Lokala sjukhem

　

地
域
保
健
・
医
療
セ
ン
タ
ー
の
地
区
医
師
が
中
心
と
な
り
運
営
さ
れ
る
も

の
）、
私
立
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
（Privata sjukhem

　

財
政
は
公
的
機
関
が
担
い
、
運
営
は
宗
教
法
人
な
ど
の
民
間
機
関
に
委
託
さ
れ
る
も

の
）
の
三
種
類
に
分
か
れ
て
お
り
、
エ
ー
デ
ル
改
革
後
も
運
営
形
態
は
様
々
で
あ（

41 
）

る
。
居
住
費
及
び
介
護
費
用
は
、
利
用
者
の
収
入
に

準
じ
て
決
定
さ
れ（

42 
）

る
。

ウ
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

　

介
護
の
必
要
度
の
高
い
人
、
特
に
認
知
症
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
。
認
知
症
患
者
の
処
遇
に
関
し
て
は
、
お
互
い
の
存
在
に
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
発
展
す
る
と
い
う
グ
ル
ー
プ
力
動
学
の
観
点
か
ら
、
六
人
か
ら
八
人
で
の
処
遇
が
最
適
で
あ
る
と
の
調
査
報
告
か
ら
、
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
も
、
多
く
の
も
の
が
六
人
か
ら
八
人
の
利
用
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
程
度

の
独
立
し
た
居
室
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
他
に
食
堂
や
居
間
な
ど
の
共
有
ス
ペ
ー
ス
も
あ
る
。
職
員
は
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護

福
祉
士
な
ど
の
専
門
資
格
を
有
し
、
認
知
症
の
ケ
ア
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す
る
者
で
構
成
さ
れ（

43 
）
る
。
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グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
運
営
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
行
っ
て
お
り
、
居
住
費
は
部
屋
の
大
き
さ
等
に
よ
っ
て
異
な
り
、
居
住
費
及
び
介
護
費

用
は
利
用
者
の
収
入
に
準
じ
て
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
支
払（

44 
）

う
。

エ
　
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス

　

あ
ま
り
ケ
ア
を
必
要
と
し
な
い
で
自
立
し
て
生
活
で
き
る
高
齢
者
を
対
象
と
す（

45 
）

る
。
入
居
者
数
は
、
地
方
都
市
で
は
二
〇
人
か
ら

三
〇
人
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
は
百
人
か
ら
三
百
人
近
く
の
と
こ
ろ
が
多（

46 
）

い
。
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
の
居
室
や
設
備
等
に
は
自
動
ド
ア
や

緊
急
ア
ラ
ー
ム
が
つ
い
て
お
り
、
看
護
師
と
ヘ
ル
パ
ー
が
常
駐
し
て
い
る
点
以
外
は
、
通
常
の
集
合
住
宅
と
異
な
ら
な
い
が
、
付
近
に

ス
ー
パ
ー
が
あ
る
な
ど
住
環
境
が
良
い
地
域
に
あ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
利
用
者
は
自
立
し
た
生
活
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い（

47 
）

る
。

職
員
は
、
居
宅
看
護
主
事
や
看
護
師
資
格
を
有
す
る
者
を
責
任
者
と
し
、
社
会
福
祉
介
護
士
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
、
准
看
護
師
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ（

48 
）
る
。

　

サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
の
運
営
は
建
物
の
管
理
は
非
営
利
の
住
宅
法
人
（Bostadsföret （

49 
）

ag

）
が
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多（

50 
）い。

居
住

費
に
つ
い
て
は
非
営
利
の
住
宅
法
人
に
支
払
い
、
介
護
費
用
に
つ
い
て
は
老
人
ホ
ー
ム
と
同
様
の
基
準
に
て
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
支
払（

51 
）

う
。

⑵
　
一
般
住
居

ア
　
シ
ニ
ア
住
宅

　

広
く
高
齢
者
が
入
居
す
る
住
戸
で
あ
る
が
、
一
定
の
年
齢
制
限
や
、
入
居
時
に
介
護
が
必
要
で
な
い
と
い
う
条
件
、
同
居
し
て
い
る

子
供
が
い
な
い
と
い
う
条
件
な
ど
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ（

52 
）

る
。

　

居
室
や
設
備
・
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、
シ
ニ
ア
住
宅
の
運
営
主
体
が
非
営
利
の
住
宅
法
人
か
民
間
企
業
か
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。

非
営
利
の
住
宅
法
人
が
運
営
主
体
の
場
合
に
は
、
若
干
の
共
有
施
設
は
あ
る
も
の
の
、
不
動
産
の
管
理
人
や
看
護
師
が
常
駐
し
て
い
な

い
と
こ
ろ
が
多
い
と
さ（

53 
）
れ
、
民
間
企（

54 
）
業
が
運
営
主
体
の
場
合
に
は
、
多
目
的
ホ
ー
ル
や
ジ
ム
、
サ
ウ
ナ
、
工
芸
室
、
ゲ
ー
ム
ル
ー
ム
、
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図
書
館
、
プ
ー
ル
な
ど
多
く
の
共
有
施
設
が
あ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
洋
服
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や
窓
磨
き
、
看
護
訪
問
な
ど
を
利
用
で
き

る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
さ
れ（

55 
）

る
。

　

奥
村
氏
に
よ
る
と
、
シ
ニ
ア
住
宅
の
二
〇
〇
七
年
度
の
所
有
形
態
は
、
住
宅
協
同
組
合
（Bostadskooperati （

56 
）

on

）
が
一
七
％
、
市
の

住
宅
公
社
が
五
〇
％
、
財
団
法
人
が
一
四
％
、
民
間
の
住
宅
会
社
が
一
二
％
で
あ
り
、
市
の
住
宅
公
社
の
場
合
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
賃

貸
型
で
、
そ
の
ほ
か
は
利
用
権
買
取
り
型
（
居
住
権
方
式Bostadsrätt

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い（

57 
）

る
。

イ
　
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
、
村
コ
ー
ポ

　

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
と
は
、
利
用
者
同
士
が
、
お
互
い
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
尊
重
し
な
が
ら
、
共
同
生
活
を
行
う
形
態
の
建
物
を

い
い
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
に
数
十
カ
所
あ
る
と
さ
れ（

58 
）
る
。
例
え
ば
、
フ
ェ
ー
ル
ド
ク
ネ
ッ
ペ
ン
（Färdknäppen

）
と
い
う
名
の
コ

レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
は
、
子
供
が
独
立
し
た
後
に
社
会
的
な
ふ
れ
あ
い
を
持
ち
、
お
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
老
後
も
安
心
し
て
住
め

る
家
を
も
ち
た
い
と
い
う
人
々
に
よ
っ
て
建
物
の
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
組
ま
れ
、
建
設
主
体
で
あ
る
非
営
利
の
住
宅
法
人
と
の
何
回

も
の
会
議
や
交
渉
を
経
て
、
建
物
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
フ
ェ
ー
ル
ド
ク
ネ
ッ
ペ
ン
の
入
居
条
件
は
、
入
居
者
の
年
齢
が
四
〇
歳
以
上

で
あ
る
こ
と
、
及
び
入
居
者
が
子
供
と
同
居
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
居
室
の
広
さ
は
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
七
六
平
方
メ
ー
ト

ル
で
あ
り
、
そ
の
他
に
共
用
の
キ
ッ
チ
ン
、
食
堂
、
居
間
、
ホ
ビ
ー
室
、
サ
ウ
ナ
、
浴
室
、
ゲ
ス
ト
宿
泊
室
な
ど
が
備
え
ら
れ
て
い

る
。
食
事
は
交
代
制
と
な
っ
て
お
り
、
夕
食
を
一
緒
に
作
っ
た
り
、
イ
ン
テ
リ
ア
、
芸
術
、
庭
仕
事
、
図
書
、
掃
除
な
ど
に
つ
い
て
の

活
動
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
な
ど
の
特
色
が
あ（

59 
）

る
。

⑶
　
安
心
住
宅

　

安
心
住
宅
と
は
、
自
宅
等
に
住
み
続
け
る
こ
と
に
不
安
を
抱
き
、
社
会
的
孤
立
を
感
じ
て
い
る
高
齢
者
が
容
易
に
入
居
で
き
る
こ
と

を
目
指
し
た
高
齢
者
の
住
ま
い
で
あ
る
。
入
居
対
象
者
は
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
と
さ
れ
、
入
居
の
際
に
ニ
ー
ズ
判
定
員
に
よ
る
審
査
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を
経
る
こ
と
な（

60 
）
く
、
介
護
に
特
化
し
た
住
居
に
入
居
す
る
必
要
性
が
で
て
く
る
ま
で
の
間
、
住
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

安
心
住
宅
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
設
計
で
あ
り
、
安
心
ア
ラ
ー
ム
が
設
置
さ
れ
、
食
堂
機
能
を
兼
ね
た
共
同
ス
ペ
ー
ス
も
あ（

61 
）

る
。
た
だ

し
、
サ
ー
ビ
ス
ハ
ウ
ス
と
異
な
り
、
居
住
の
た
め
の
契
約
と
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
か（

62 
）

ら
、
居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
が
必
要
に
な
れ
ば
、
一
般
住
居
と
同
様
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
申
請
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
居
住
に
関
す
る
契
約

形
態
に
つ
い
て
は
、
安
心
住
宅
が
あ
く
ま
で
介
護
に
特
化
し
た
高
齢
者
の
住
ま
い
に
入
居
す
る
ま
で
の
間
の
住
ま
い
と
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
建
物
賃
借
権
方
式
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ（

63 
）

る
。

　

安
心
住
宅
の
供
給
に
つ
い
て
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
法
的
義
務
は
課
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
判
断
に
任
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
安
心
住
宅
が
提
供
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な（

64 
）
い
。

3
　
高
齢
者
の
住
ま
い
の
居
住
に
関
す
る
契
約
形
態

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
地
方
自
治
体
協
会
の
調
査
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
年
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い
（
特
別
住
居
及
び
一
般
住
居
）
の

所
有
者
別
の
建
物
棟
数
の
内
訳
は
、
非
営
利
の
住
宅
法
人
所
有
が
一
万
九
七
一
棟
（
高
齢
者
の
住
ま
い
全
体
の
六
〇
％
）、
住
宅
協
同
組

合
所
有
が
三
一
九
六
棟
（
一
七
％
）、
財
団
所
有
が
一
八
〇
七
棟
（
一
〇
％
）、
民
間
企
業
所
有
が
一
六
九
二
棟
（
九
％
）、
そ
の
他
が
所

有
す
る
も
の
が
七
六
二
棟
（
四
％
）
と
さ
れ
て
い（

65 
）

る
。

　

そ
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
居
住
に
関
す
る
契
約
と
し
て
は
、
建
物
賃
貸
借
契
約
、
居
住
権
設
定
契
約
、
協
同
賃

貸
借
契
約
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
法
規
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
方
式
を
採
っ
て
お
ら
ず
、
わ
が
国
の
民
法
上
の
建
物
賃

貸
借
と
は
根
本
的
に
法
的
性
質
が
異
な
り
、
さ
ら
に
居
住
権
あ
る
い
は
協
同
賃
借
権
に
関
し
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
特
有
の
法
律
関
係

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
法
律
関
係
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
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の
権
利
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
居
住
に
関
す
る
権
利
関
係
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
住
宅
政
策
と
密
接
な
関
係
を
有
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
た

め
、
次
節
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
住
宅
政
策
に
触
れ
な
が
ら
、
特
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
居
住
権
お
よ
び
協
同
賃
借
権
の
概
要
を

述
べ
て
み
た
い
。

三
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
居
住
権
お
よ
び
協
同
賃
借
権
の
現
状

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
二
度
に
わ
た
る
大
飢
饉
が
起
き
、
特
に
地
方
に
住
む
人
々
を
中
心
に
、
約
百
万
人
（
当
時

の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
総
人
口
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
）
が
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し（

66 
）
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
議
会
（Riksdag

）
は
、
地
方
の
人
々
が
ア
メ

リ
カ
に
移
住
す
る
の
を
阻
止
す
べ
く
、
一
九
〇
四
年
に
地
方
都
市
に
お
け
る
「
一
軒
家
」
を
建
設
す
る
た
め
の
国
庫
融
資
を
承
認
し

（
67 
）
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
積
極
的
に
住
宅
政
策
に
携
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
地
方
自
治
体
は
、
住
宅
政
策
に
対
し
て
徐
々
に
責
任
を

負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
一
九
〇
七
年
に
地
方
自
治
体
が
保
有
す
る
土
地
の
賃
貸
を
認
め
る
借
地
法
（lag om

 nyttjanderätt till fast egendom

）

が
制
定
さ
れ
た
こ
と
や
、
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
る
戦
争
特
需
に
よ
っ
て
、
民
間
の
住
宅
建
設
会
社
に
よ
る
一

軒
家
や
「
私
営
の
賃
貸
住
宅
（Privata hyresvärdar　

民
間
団
体
や
私
人
が
賃
貸
す
る
住
宅
）」
の
建
設
が
進
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

で
も
人
口
増
加
に
よ
る
住
宅
需
要
の
高
さ
に
住
宅
の
供
給
は
追
い
付
く
こ
と
が
で
き
ず
、
次
第
に
、
住
宅
は
利
用
す
る
も
の
で
は
な

く
、
投
機
や
暴
利
の
対
象
物
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
よ
う
に
な（

68 
）
る
。

　

そ
の
こ
と
か
ら
、
住
宅
を
欲
す
る
国
民
は
、
自
分
達
で
住
宅
を
取
得
で
き
る
た
め
の
機
構
を
作
る
こ
と
を
考
え
、
一
九
二
〇
年
代
以
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降
、
住
宅
の
供
給
を
目
的
と
し
た
住
宅
協
同
組
合
を
設
立
す
る
。
住
宅
協
同
組
合
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
住
宅
貯
蓄
協
同
組
合

（H
SB:H

yresgästernas sparkasse och byggnadsförening

）、
全
国
住
宅
建
設
協
同
組
合
（Svenska riksbiggen

）、SBC

（Sveriges 

bostadsrättsföreningarnas centralorganisation

）
な
ど
が
あ（

69 
）
る
。

　

こ
の
よ
う
な
住
宅
協
同
組
合
が
提
供
す
る
集
合
住
宅
の
住
戸
は
「
居
住
権
方
式
に
よ
る
住
宅
（Bostadsrättslägenh

（
70 
）

et

）」
と
呼
ば

れ
、
入
居
者
は
、
自
ら
が
加
入
す
る
住
宅
協
同
組
合
か
ら
用
益
権
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
居
住
権
を
取
得
し
、
当
該
組
合
が
所
有
す

る
住
戸
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

住
宅
協
同
組
合
が
設
定
さ
れ
た
当
時
は
、
住
宅
協
同
組
合
は
国
庫
か
ら
住
宅
建
設
事
業
費
の
低
金
利
の
融
資
（Bostadslån

）
を
受

け
、
こ
れ
に
よ
り
集
合
住
宅
を
建
設
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
入
居
者
か
ら
支
払
わ
れ
る
居
住
権
の
対
価
（U

pplåtelseinsats

）
を
も
っ

て
国
庫
か
ら
の
融
資
金
の
弁
済
に
あ
て
て
い（

71 
）
た
。

　

そ
の
後
、
一
九
二
九
年
に
世
界
恐
慌
が
起
き
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
も
そ
の
余
波
を
受
け
て
大
量
の
失
業
者
が
あ
ふ
れ
出
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
な
か
、
一
九
三
二
年
に
は
労
働
者
が
母
体
と
な
る
社
会
民
主
党
が
政
権
を
奪
っ
た
こ
と
か
ら
、
失
業
者
に
職
を
与
え
、
か

つ
住
宅
を
大
量
に
供
給
す
べ
く
、
政
府
主
導
の
住
宅
建
設
に
政
策
の
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な（

72 
）
る
。
そ
の
政
策
の
一
環
と
し
て
、
各

地
方
自
治
体
は
「
公
的
な
賃
貸
住
宅
（K

om
m

unala bostads　

コ
ミ
ュ
ー
ン
な
ど
の
地
方
自
治
体
や
非
営
利
の
住
宅
法
人
な
ど
が
賃
貸
す
る

住
宅
）」
の
建
設
や
運
営
管
理
を
目
的
と
す
る
住
宅
公
社
（K

om
m

unala bostadsföretag

）
を
設
立
す（

73 
）
る
。

　

さ
ら
に
、
一
九
四
六
年
に
は
、
各
地
方
自
治
体
の
出
資
に
よ
り
、
住
宅
建
設
と
管
理
に
投
機
的
要
素
が
入
り
込
む
こ
と
を
防
ぎ
、
住

宅
不
足
と
低
水
準
住
宅
の
問
題
を
解
消
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
上
記
住
宅
公
社
の
流
れ
を
汲
む
非
営
利
の
住
宅
法
人
が
設
立
さ

（
74 
）
れ
、
公
的
な
賃
貸
住
宅
の
提
供
戸
数
を
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

か
か
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
の
住
宅
政
策
に
よ
っ
て
、
居
住
権
方
式
に
よ
る
住
宅
お
よ
び
公
的
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
数
は
増
加
し
た
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（
75 
）
が
、
そ
の
一
方
で
、
住
宅
協
同
組
合
の
供
給
す
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
投
機
的
な
取
引
が
問
題
と
な
っ
て
く（

76 
）
る
。

　

す
な
わ
ち
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
初
、
住
宅
協
同
組
合
は
住
宅
建
設
事
業
費
を
国
庫
か
ら
の
低
金
利
の
融
資
金
で
ま
か
な
っ
て

い
た
が
、
一
九
九
二
年
に
住
宅
協
同
組
合
の
住
宅
建
設
事
業
費
に
係
る
優
遇
措
置
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
住
宅
協
同
組
合
は
事
業

を
継
続
す
る
た
め
に
、
発
売
当
初
の
居
住
権
価
格
を
高
額
に
設
定
し
、
販
売
開
始
段
階
で
事
業
資
金
の
全
額
回
収
を
図
る
事
業
モ
デ
ル

へ
と
転
換
す
る
こ
と
と
な（

77 
）
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、
一
九
八
〇
年
代
の
金
融
緩
和
の
流
れ
の
な
か
で
、
金
融
機
関
が
居
住
権
組
合

の
発
行
す
る
居
住
権
証
書
を
長
期
ロ
ー
ン
の
担
保
と
し
て
認
め
た
こ
と
か
ら
、
居
住
権
の
市
場
で
の
売
買
の
自
由
化
が
定
着
す
る
こ
と

と
な（

78 
）
る
。

　

そ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
居
住
権
の
転
売
が
容
易
と
な
り
、
居
住
権
の
投
機
的
な
売
却
が
横
行
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
、
居
住
権
の
投
機
的
売
買
を
防
止
す
る
た
め
に
、
一
九
九
一
年
に
居
住
権
法
（Bostadsrättslag 

SFS1991:614

）、
及
び
居
住
権
組
合
法
（Bostadsrättsförordning SFS1991:630

）
を
制
定
し
て
、
居
住
権
の
譲
渡
は
一
定
の
要
件
を

満
た
し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
居
住
権
法
及
び
居
住
権
組
合
法
で
は
、
居
住
権
の
譲
渡
は
居
住
権
組
合
の
組
合
員
に
対

し
て
の
み
す
る
こ
と
が
で
き
（
居
住
権
法
一
章
三
条
一
項
）、
組
合
員
以
外
の
者
が
居
住
権
を
譲
り
受
け
た
い
場
合
は
、
居
住
権
組
合
に

加
入
し
て
組
合
員
に
な
る
必
要
が
あ
り
（
組
合
員
に
な
る
た
め
に
は
三
人
以
上
の
現
組
合
員
か
ら
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
法
一
章

二
条
）、
さ
ら
に
、
居
住
権
は
組
合
員
と
い
う
地
位
に
基
づ
く
権
利
（
持
分
権
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
組
合
員
の
地
位
の
譲
渡
も
禁
止
し

た
の
で
あ
る
（
同
法
一
章
八
条
一
項
）。

　

居
住
権
と
同
様
の
問
題
は
建
物
賃
借
権
で
も
発
生
し
て
い
た
。
非
営
利
の
住
宅
法
人
が
所
有
す
る
賃
貸
物
件
は
い
ず
れ
も
高
人
気
の

た
め
、〝
待
機
リ
ス
ト
”
と
呼
ば
れ
る
、
物
件
ご
と
に
入
居
希
望
者
が
名
前
を
書
き
連
ね
て
い
く
登
録
簿
に
自
身
の
名
前
を
登
録
し
、

退
去
者
が
現
れ
、
登
録
者
の
順
番
が
来
た
ら
よ
う
や
く
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
手
続
き
が
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
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ら
、
人
気
の
あ
る
物
件
に
関
し
て
は
、
当
該
物
件
に
居
住
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
当
該
物
件
の
待
機
リ
ス
ト
に
自
身
の
名
前
を
書
き

込
み
、
入
居
で
き
る
権
利
を
取
得
で
き
た
ら
、
こ
れ
を
売
却
し
て
利
益
を
得
る
と
い
う
転
売
行
為
を
す
る
人
が
増
加
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
九
二
年
に
住
宅
建
設
に
対
す
る
国
庫
融
資
の
全
廃
お
よ
び
利
子
補
助
の
削
減
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
規
住
宅
建
設

戸
数
は
減
少
し
、
ま
た
、
利
子
補
助
の
削
減
に
よ
り
賃
貸
住
宅
の
家
賃
お
よ
び
住
宅
価
格
の
高
騰
が
生
じ
る
こ
と
に
な（

79 
）
る
。

　

そ
こ
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
、
建
物
の
賃
貸
借
に
お
い
て
も
、
先
の
居
住
権
の
譲
渡
制
限
と
同
様
、
投
機
的
な
譲
渡
を
制
限
し

て
、
賃
貸
物
件
の
利
用
者
の
範
囲
を
広
げ
る
べ
く
、
二
〇
〇
二
年
に
居
住
権
法
及
び
居
住
権
組
合
法
を
参
考
に
し
て
、
協
同
賃
貸
借
法

（lag om
 kooperativ hyresratt SFS2002:93　

以
下
「
Ｌ
Ｋ
Ｈ
」
と
略
す
。）
を
制
定
し
た
。
同
法
は
、
既
存
の
賃
貸
物
件
に
お
け
る
契

約
を
建
物
賃
貸
借
契
約
か
ら
特
殊
な
賃
貸
借
契
約
（
協
同
賃
貸
借
契
約
）
へ
と
移
行
さ
せ
た
上
で
、
賃
借
人
ら
を
組
合
員
と
す
る
協
同

賃
借
権
組
合
を
組
成
し
、
組
合
員
以
外
の
者
は
当
該
賃
借
権
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
内
容
と
す
る
。

　

協
同
賃
貸
借
は
既
存
の
集
合
住
宅
に
つ
い
て
の
み
設
定
可
能
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
手
続
で
な
さ
れ
る
。
ま
ず
、
集
合
住
宅
に
お
け

る
各
戸
の
賃
借
人
が
集
ま
り
、
現
在
の
建
物
賃
貸
借
形
態
か
ら
協
同
賃
貸
借
形
態
に
移
行
す
る
か
否
か
の
投
票
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
う

ち
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
等
が
あ
れ
ば
、
協
同
賃
借
権
組
合
が
組
成
さ
れ
て
、
賃
借
人
ら
は
組
合
員
兼
協
同
賃
借
人
に
な
る
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ

四
章
一
条
一
項
、
五
章
一
条
一
項
）。
協
同
賃
借
権
組
合
と
は
、
①
法
人
で
あ
る
こ
と
、
②
組
合
の
登
録
を
し
て
い
る
こ
と
、
③
少
な
く

と
も
三
人
以
上
構
成
員
が
い
る
こ
と
、
④
規
約
（Stadgar

）
が
あ
る
こ
と
、
⑤
執
行
委
員
会
（Styrelse

）
と
少
な
く
と
も
一
人
の
監

査
役
（Revisor

）
が
い
る
こ
と
の
五
つ
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
り
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
二
章
一
条
一
項
）、
組
合
の
登
録
後
は
、
同
組
合
自
体

が
権
利
義
務
の
主
体
と
な
り
、
訴
訟
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
二
章
一
条
二
項
）。
そ
の
後
、
協
同
賃
借
権

組
合
は
、
当
該
集
合
住
宅
の
所
有
権
の
取
得
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
四
章
）、
あ
る
い
は
一
括
借
り
上
げ
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
五
章
）
を
当
該
集
合
住
宅
の
所
有

権
者
と
交
渉
し
、
交
渉
が
成
立
す
れ
ば
、
協
同
賃
借
権
組
合
が
貸
主
と
な
り
、
同
組
合
員
と
の
間
で
協
同
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
、
組
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合
員
に
住
戸
の
協
同
賃
借
権
を
与
え（

80 
）
る
。

　

こ
の
よ
う
な
契
約
形
態
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
人
お
よ
び
賃
借
人
に
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
賃
貸
人
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
賃
貸
人
が
、
自
己
の
所
有
す
る
建
物
の
老
朽
化
等
に
よ
り
、
将
来
的
に
建
物
を
維
持
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
考
え
、
他
者
に
売
却
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
協
同
賃
借
権
組
合
に
当
該
建
物
の
引
き
受
け

手
に
な
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

他
方
、
賃
借
人
に
は
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
考
え
ら
れ
る
。

　

一
点
目
と
し
て
は
、
通
常
の
賃
貸
借
の
場
合
、
賃
借
人
は
毎
月
、
管
理
運
営
に
関
す
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
管
理
運

営
業
務
を
協
同
賃
借
人
ら
で
行
え
ば
、
毎
月
の
支
払
い
額
を
管
理
運
営
費
用
分
下
げ
る
こ
と
が
で
き（

81 
）
る
。

　

二
点
目
と
し
て
は
、
協
同
賃
借
権
の
譲
渡
又
は
転
貸
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
一
章
四
条
二
項
、
三
章
一
条

一
項
）、
協
同
賃
借
権
の
住
戸
は
投
機
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
賃
料
は
高
額
に
な
ら
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

三
点
目
と
し
て
は
、
賃
借
人
は
協
同
賃
借
権
組
合
に
加
入
し
、
行
政
庁
の
承
認
や
規
約
作
成
、
建
物
の
維
持
管
理
を
行
う
等
、
民
主

主
義
的
調
整
や
共
同
の
意
思
決
定
を
通
し
て
、
色
々
な
人
と
付
き
合
う
機
会
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
自
身
の
環
境
や
考
え
方
に
影

響
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
を
望
む
賃
借
人
に
と
っ
て
は
通
常
の
建
物
賃
借
権
方
式
か
ら
協
同
賃
借
権
方
式
へ
の
移
行
に
賛
成
す
る
き
っ

か
け
に
な
る
と
さ
れ（

82 
）
る
。

　

以
上
、
本
節
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
居
住
権
お
よ
び
協
同
賃
借
権
に
つ
い
て
の
概
要
を
述
べ
た
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け

る
居
住
権
は
、
住
宅
協
同
組
合
と
い
う
制
度
か
ら
生
ま
れ
る
特
殊
な
権
利
で
あ
り
、
ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
に
お
け
る
サ
高

住
は
、
原
則
と
し
て
賃
借
権
方
式
（
一
部
利
用
権
方
式
を
と
る
も
の
も
あ
る
）
を
と
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
特
に
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
建
物
賃
貸
借
お
よ
び
協
同
賃
貸
借
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
考
察
し
て
み
た
い
。

東洋法学　第59巻第 2号（2016年 1 月）

311



四
　
建
物
賃
貸
借

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
土
地
法
（Jordabalk SFS1970:99

（
83 
）（
84 
）

4

）
第
一
二
章
「
借
家
法
（H

yra

）」
に
お
い
て
、
建
物
賃
貸
借
（H

yres-

rätt

）
に
関
す
る
規
定
を
置
く
（
以
下
で
は
、
土
地
法
第
一
二
章H

yreslagen

を
「
Ｈ
Ｌ
」
と
略
す
。）。
土
地
法
は
、
一
九
〇
七
年
の
借
地

法
に
端
を
発
し
、
そ
の
後
何
度
か
の
改
正
を
経
て
、
一
九
七
〇
年
に
、
そ
れ
ま
で
の
不
動
産
に
関
す
る
様
々
な
法
律
を
統
合
し
て
制
定

さ
れ
た
も
の
で
あ（

85 
）
る
。
建
物
賃
貸
借
に
関
す
る
規
定
が
土
地
法
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
土
地
法
一
二
章
一
条
二
項
に
て
、「
土
地
は

賃
貸
借
契
約
の
目
的
物
に
含
ま
れ
、
家
屋
と
と
も
に
賃
貸
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

土
地
法
で
は
建
物
賃
貸
借
に
つ
い
て
、
賃
借
人
の
賃
貸
の
目
的
が
居
住
目
的
（Bostadhyra

）
か
、
居
住
目
的
以
外
（Lokalhyra

）

か
で
分
け
て
規
定
を
設
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い
に
関
す
る
契
約
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
、
居
住
目
的
の
建
物
賃
貸
借
の
規
定
に
絞
り
、
契
約
の
締
結
時
、
契
約
の
期
間
中
、
契
約
の
終
了
時
に
分
け

て
建
物
賃
貸
借
の
概
要
を
述
べ
て
み
た
い
。

1
　
契
約
の
締
結
時

⑴
　
契
約
の
書
面
性

　

建
物
賃
貸
借
契
約
（H

yreskontrakt

）
は
、
口
頭
に
て
締
結
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
賃
貸
人
も
し
く
は
賃
借
人
の
い
ず
れ
か

が
書
面
で
締
結
す
る
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
は
、
書
面
に
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
条
一
項
）。

⑵
　
賃
料
等

　

賃
料
は
、
賃
貸
借
契
約
の
締
結
時
に
お
い
て
、
そ
の
総
額
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
一
九
条
一
項
一
文
）。
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賃
料
に
は
、
居
住
目
的
の
建
物
賃
貸
借
の
場
合
は
、
賃
料
の
中
に
暖
房
費
、
光
熱
費
、
電
気
代
、
上
下
水
道
代
は
含
ま
れ
な
い
と
さ

れ
る
が
（
Ｈ
Ｌ
一
九
条
一
項
二
文
）、
居
住
目
的
以
外
の
建
物
賃
貸
借
の
場
合
は
、
暖
房
費
、
光
熱
費
、
電
気
代
、
上
下
水
道
代
も
含
ま

れ
る
（
Ｈ
Ｌ
一
九
条
三
項
一
文
）。

　

賃
料
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
居
住
目
的
の
場
合
は
、
賃
料
交
渉
法
（H

yresförhandlingslag SFS1978:304　

以
下
、「
Ｈ
Ｆ
Ｌ
」
と
略

す
。）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
賃
料
交
渉
協
議
を
経
る
必
要
が
あ
る
（
Ｈ
Ｆ
Ｌ
二
条
一
項
）。
賃
料
交
渉
協
議
は
、
賃
貸
人
と
借
家
人
組
合

（H
yresgästföreningen

）
と
の
間
で
（
Ｈ
Ｆ
Ｌ
一
条
一
項
）、
建
物
の
全
住
戸
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
（
Ｈ
Ｆ
Ｌ
三
条
一（

86 
）

項
）。
借
家
人
組
合

と
は
、
個
々
の
賃
借
人
に
代
わ
っ
て
居
住
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
行
動
し
、
公
平
か
つ
正
当
な
賃
料
を
求
め
て
賃
料
交
渉
に
参
加
す

る
団
体
で
あ
り
、
多
く
の
建
物
賃
借
人
は
借
家
人
組
合
に
加
入
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
賃
借
人
個
人
が
独
力
で
賃
料
交
渉

す
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
約
九
〇
％
の
賃
借
人
が
借
家
人
組
合
に
よ
る
交
渉
を
経
た
上
で
、
契
約
を
締
結
し
て
い（

87 
）
る
。

⑶
　
家
屋
の
引
渡
し

　

賃
貸
人
は
家
屋
引
渡
日
に
お
い
て
、
そ
の
地
域
の
慣
習
に
従
っ
て
、
契
約
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
状
態
に
し
て
家
屋
を
引

き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
九
条
一
項
）。

　

も
っ
と
も
、
引
渡
前
に
、
契
約
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
不
具
合
が
当
該
家
屋
に
発
生
し
た
場
合
は
、
賃
貸
借
契

約
は
無
効
と
な
る
（
Ｈ
Ｌ
一
〇
条
一
項
一
文
）。
不
具
合
が
発
生
し
た
場
合
、
賃
貸
人
は
賃
借
人
に
対
し
て
直
ち
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
賃
貸
人
が
こ
れ
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
対
し
て
当
該
不
具
合
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
一
〇
条
一
項
二
文
）。

　

ま
た
、
家
屋
に
生
じ
た
不
具
合
が
契
約
目
的
を
達
成
す
る
の
に
支
障
が
な
い
ほ
ど
軽
微
な
も
の
で
あ
り
、
賃
貸
人
が
家
屋
の
引
渡
し

日
ま
で
に
不
具
合
を
修
繕
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
対
し
て
当
該
不
具
合
の
修
繕
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
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（
Ｈ
Ｌ
一
一
条
一
項
）。
賃
借
人
の
修
繕
請
求
後
、
賃
貸
人
が
遅
滞
な
く
不
具
合
を
修
繕
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
の

負
担
に
よ
り
賃
借
人
自
身
で
当
該
不
具
合
を
修
繕
す
る
か
（
Ｈ
Ｌ
一
一
条
一
項
一
号
）、
賃
貸
借
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
同
条
項
二
号
）、
ま
た
、
賃
借
人
は
家
屋
の
不
具
合
が
修
繕
さ
れ
な
い
間
は
賃
料
の
減
額
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
同
項
三

号
）。
さ
ら
に
、
当
該
不
具
合
が
賃
貸
人
の
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
同
条
同
項
四
号
）。

⑷
　
そ
の
他

ア
　
賃
貸
人
情
報
の
提
供

　

賃
貸
人
は
賃
借
人
に
対
し
て
、
賃
貸
人
の
氏
名
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
で
連
絡
が
取
れ
る
住
所
に
つ
い
て
の
情
報
（
賃
貸
人
が
法

人
で
あ
る
場
合
は
、
法
人
の
代
表
者
に
関
す
る
同
様
の
情
報
）
を
書
面
に
よ
り
提
供
し
、
か
つ
建
物
内
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ

Ｌ
一
八
条
一
項
、
同
条
三
項
）。

イ
　
契
約
前
の
報
酬
授
受
の
禁
止

　

い
か
な
る
当
事
者
も
、
賃
貸
借
契
約
の
申
込
み
に
際
し
て
報
酬
を
授
受
す
る
こ
と
（
Ｈ
Ｌ
六
五
ａ
条
一
項
一
文
）、
又
は
、
賃
貸
物
件

の
引
渡
し
に
際
し
て
報
酬
を
授
受
す
る
こ
と
（
Ｈ
Ｌ
六
五
条
一
項
一
文
）
は
禁
止
さ
れ
る
。
当
事
者
が
当
該
規
定
に
故
意
に
違
反
し
た

場
合
に
は
、
罰
金
も
し
く
は
六
箇
月
以
下
の
懲
役
が
科
さ
れ
、
犯
罪
が
重
大
で
あ
る
場
合
に
は
二
年
以
下
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
（
Ｈ

Ｌ
六
五
ａ
条
三
項
二
文
、
六
五
条
二
項
一
文
）。
ま
た
、
報
酬
の
授
受
に
関
す
る
契
約
条
項
は
無
効
と
な
り
、
不
法
な
報
酬
は
全
て
返
還

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
六
五
条
三
項
、
六
五
ａ
条
四
項
）。
か
か
る
罰
則
規
定
は
私
営
の
賃
貸
住
宅
だ
け
で
は
な
く
、
公
的
な

賃
貸
住
宅
の
待
機
リ
ス
ト
に
対
す
る
報
酬
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
（
Ｈ
Ｌ
六
五
ａ
条
二
項
）。

　

こ
の
よ
う
な
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ
た
背
景
に
は
、
非
営
利
の
住
宅
法
人
が
供
給
す
る
公
的
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
不
足
と
い
う
問
題
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が
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
〇
七
年
時
点
で
、
自
治
都
市
（
特
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
や
ゴ
ー
テ
ン
ブ
ル
グ
と
い
っ
た
大
都
市
や
大
学

町
な
ど
）
の
約
四
三
％
に
お
い
て
公
的
な
賃
貸
住
宅
の
供
給
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
全
体
で
九
万
二
千
戸
か

ら
一
五
万
六
千
戸
も
の
公
的
な
賃
貸
住
宅
が
不
足
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い（

88 
）
る
。
非
営
利
の
住
宅
法
人
が
供
給
す
る
公
的
な
賃
貸
住
宅

の
住
戸
を
借
り
た
い
場
合
は
、
待
機
リ
ス
ト
に
名
前
を
書
く
必
要
が
あ
り
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
中
心
部
の
住
戸
に
な
る
と
、
名
前
を
書

い
て
か
ら
二
〇
年
も
待
た
な
け
れ
ば
借
り
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ（

89 
）
る
。
こ
の
よ
う
に
、
特
に
大
都
市
や
内
陸
都
市
で
は
、
何
年
も
待
た
な

け
れ
ば
公
的
な
賃
貸
住
宅
を
見
つ
け
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
民
間
の
賃
貸
住
宅
に
多
く
の
市
民
が
流
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
闇
市
場
で
、
契
約
に
先
立
っ
て
敷
金
も
し
く
は
予
約
賃
料
（
賃
貸
人
が
見
込
み
の
あ
る
賃
借
人
に
対
し
て
、
選
考
過
程
に
入
れ
る
た

め
に
要
求
す
る
金
銭
の
よ
う
な
も
の
）
を
求
め
る
と
い
っ
た
問
題
が
起
き
て
お（

90 
）
り
、
こ
れ
ら
の
敷
金
や
予
約
賃
料
等
を
授
受
す
る
こ
と
は

先
の
土
地
法
一
二
章
六
五
条
一
項
一
文
に
該
当
し
、
違
法
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
闇
市
場
を
野
放
し
に
し
て
お
く
と
、
政
府
や
地
方

自
治
体
が
住
宅
需
給
調
整
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
詐
欺
被
害
が
横
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
土
地
法
に
罰
則
規
定
が
設

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
　
契
約
の
期
間
中

⑴
　
家
屋
の
維
持
等
に
関
す
る
義
務

ア
　
賃
貸
人
に
よ
る
家
屋
の
維
持

　

賃
貸
人
は
賃
貸
借
期
間
中
、
そ
の
地
域
の
慣
習
に
従
っ
て
、
家
屋
を
、
賃
借
人
の
契
約
目
的
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
状
態
に

維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
一
五
条
一
項
）。
家
屋
の
全
部
も
し
く
は
そ
の
一
部
を
居
住
目
的
で
使
用
す
る
場
合
は
、
賃
貸
人

は
、
当
該
地
域
で
の
家
屋
の
耐
用
年
数
や
建
築
年
数
、
使
用
形
態
に
基
づ
く
合
理
的
な
期
間
に
お
い
て
、
壁
紙
を
貼
り
換
え
、
塗
料
を
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塗
り
、
そ
の
他
一
般
的
に
行
わ
れ
る
修
繕
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
一
五
条
二
項
）。

　

賃
貸
借
期
間
中
に
賃
借
人
の
責
め
に
帰
さ
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
家
屋
が
損
傷
し
た
場
合
（
Ｈ
Ｌ
一
六
条
一
項
一
号
）、
賃
貸
人
が
か
か

る
家
屋
の
維
持
管
理
義
務
を
怠
っ
た
場
合
（
Ｈ
Ｌ
一
六
条
一
項
二
号
）、
も
し
く
は
、
賃
借
人
の
責
め
に
帰
さ
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
家
屋

が
損
傷
し
た
場
合
に
は
（
Ｈ
Ｌ
一
六
条
一
項
三
号
）、
賃
借
人
は
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
（H

yresnäm
nd

）
と
い
う
建
物
賃
貸
借

紛
争
に
特
化
し
た
特
別
裁
判
所
に
対
し
、
修
繕
命
令
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会

は
賃
貸
人
に
対
し
て
、
修
繕
命
令
、
も
し
く
は
違
約
金
に
よ
る
不
具
合
の
修
繕
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
一
六
条
一
項
一
文
、

同
条
二
項
一
文
、
同
項
二
文
）。

　

ま
た
、
家
屋
が
最
低
限
受
容
で
き
る
基
準
（
以
下
、「
最
低
受
容
基
準
」
と
呼
ぶ
。）
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
建
物

賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
、
同
委
員
会
は
賃
貸
人
に
対
し
て
、
家
屋
を
最
低
受
容
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
必
要

な
措
置
を
採
る
旨
の
改
善
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
一
八
ｂ
条
）。
最
低
受
容
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、

次
の
設
備
要
件
と
構
造
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
設
備
要
件
と
し
て
は
、
家
屋
に
必
需
品
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
、
暖
房
及
び
上
下
水
道
設
備
（
長
時
間
使
用
で
き
る
暖
房
、
温
冷
水
、
上
下
水
道
）、
一
般
家
庭
で
消
費
す
る
た
め

の
電
気
設
備
、
保
健
衛
生
設
備
（
ト
イ
レ
、
浴
槽
、
シ
ャ
ワ
ー
）、
食
事
の
準
備
設
備
（
コ
ン
ロ
、
シ
ン
ク
、
冷
蔵
庫
、
食
料
保
管
場
所
、
カ

ウ
ン
タ
ー
）、
洗
濯
設
備
が
条
文
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
Ｈ
Ｌ
一
八
ａ
条
六
項
、
Ｈ
Ｌ
一
八
ａ
条
七
項
一
号
）。
構
造
要
件
は
、
防
火
装
置

や
衛
生
面
で
構
造
的
な
不
具
合
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
（
Ｈ
Ｌ
一
八
ａ
条
七
項
二
号
）。

　

な
お
、
多
く
の
借
家
人
組
合
は
、
賃
貸
人
と
の
協
議
に
よ
っ
て
、
慣
習
に
従
っ
た
賃
貸
人
の
家
屋
維
持
義
務
（
Ｈ
Ｌ
一
五
条
一
項
）

を
排
除
し
て
い（

91 
）
る
。
こ
れ
は
、
賃
借
人
が
修
繕
等
を
す
る
代
わ
り
に
、
賃
料
を
安
く
す
る
か
、
後
に
賃
貸
人
か
ら
修
繕
費
用
相
当
額
が

支
払
わ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
的
な
賃
貸
住
宅
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
こ
の
協
議
が
な
さ
れ
て
い（

92 
）

る
。
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イ
　
賃
貸
人
に
よ
る
家
屋
の
改
修

　

賃
貸
人
が
家
屋
の
修
繕
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
修
繕
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
賃
借
人
に
対
し
て
書
面
で
通
知
を
し
（
Ｈ
Ｌ
一
八

ｅ
条
一
項
）、
賃
借
人
の
承
諾
も
し
く
は
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
一
八
ｄ
条
二
項
）。
当

該
修
繕
の
影
響
を
受
け
る
賃
借
人
が
修
繕
に
対
し
て
承
諾
を
し
な
い
場
合
に
は
、
賃
貸
人
は
、
賃
借
人
が
通
知
を
受
け
取
っ
た
時
か
ら

二
箇
月
が
経
過
し
た
後
に
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
修
繕
実
施
の
許
可
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
一
八
ｅ
条
二
項
）。

か
か
る
許
可
を
得
る
に
あ
た
っ
て
は
、
修
繕
を
行
う
理
由
が
、
修
繕
を
行
わ
な
け
れ
ば
賃
借
人
の
建
物
利
用
に
支
障
を
き
た
す
と
い
う

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
修
繕
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
建
物
の
価
値
を
高
め
、
従
前
よ
り
も
高
い
賃
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
場
合
に
は
、
許
可
は
な
さ
れ
な
い
（
Ｈ
Ｌ
一
八
ｆ
条
一
項
、
同
条
二
項
）。

ウ
　
賃
貸
人
に
よ
る
家
屋
へ
の
立
ち
入
り

　

賃
貸
人
は
、
家
屋
の
劣
化
を
防
ぐ
た
め
に
設
備
（Förbättringsarbeten

）
を
確
認
し
、
も
し
く
は
設
備
を
改
修
す
る
た
め
に
家
屋

に
立
ち
入
る
権
利
を
有
す
る
（
Ｈ
Ｌ
二
六
条
一
項
一
文
）。
賃
貸
人
が
設
備
を
改
修
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
改
修
を

行
う
一
箇
月
前
に
賃
借
人
に
対
し
て
通
知
を
し
（
Ｈ
Ｌ
二
六
条
二
項
一
文
）、
改
修
を
行
う
と
き
は
、
賃
借
人
へ
の
支
障
が
最
小
限
と
な

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
六
条
三
項
一
文
）。
当
該
作
業
に
よ
っ
て
賃
借
人
が
何
ら
か
の
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
損
害
に
つ
い
て
賃
貸
人
に
過
失
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
賃
貸
人
は
当
該
損
害
の
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
六
条
三

項
二
文
）。
賃
貸
人
が
家
屋
に
立
ち
入
る
権
利
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
借
人
が
賃
貸
人
の
家
屋
の
立
ち
入
り
を
拒
絶
し
た
場

合
に
は
、
施
行
当
局
は
支
払
命
令
及
び
執
行
法
（lag om

 betalningsföreläggande och handräckning SFS1990:746

）
に
基
づ
き
、

賃
貸
人
が
家
屋
に
立
ち
入
る
こ
と
を
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
六
条
五
項
）。
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⑵
　
家
屋
の
使
用
態
様
に
関
す
る
義
務

ア
　
利
用
目
的
の
範
囲
内
で
の
家
屋
の
使
用

　

賃
借
人
は
、
契
約
目
的
以
外
の
態
様
で
家
屋
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
三
条
一
項
一
文
）。
た
だ
し
、
目
的
外
利
用
の
態
様

が
軽
微
で
あ
る
場
合
に
は
、
賃
貸
人
は
こ
れ
を
理
由
と
し
て
賃
借
権
の
失
効
も
し
く
は
更
新
拒
絶
を
主
張
し
え
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
三
条
一

項
二
文
）。

イ
　
家
屋
の
維
持
管
理

　

賃
借
人
は
賃
貸
借
期
間
中
、
家
屋
及
び
家
屋
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
物
を
良
好
な
状
態
（V

äl vårda

）
で
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
四
条
一
項
一
文
）。
そ
し
て
、
賃
借
人
は
安
全
、
整
然
か
つ
良
好
な
状
態
（Sundhet, ordning och gott skick

）
に
家
屋

を
維
持
す
る
た
め
に
、
家
屋
の
利
用
に
係
わ
る
全
て
の
も
の
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
五
条
一
項
二
文
）。

　

賃
借
人
は
自
ら
の
作
為
も
し
く
は
不
作
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
の
み
な
ら
ず
、
建
物
利
用
者
（
世
帯
員
、
客
、
賃
借
人
の
た
め
に
建

物
内
で
仕
事
行
う
者
）
に
よ
る
作
為
も
し
く
は
不
作
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
も
、
賃
貸
人
に
対
し
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
四
条
一
項
二
文
）。
な
お
、
家
屋
の
火
災
に
つ
い
て
の
責
任
は
、
賃
借
人
が
注
意
義
務
も
し
く
は
管
理
を
怠
っ
た
場
合

に
の
み
負
う
（
Ｈ
Ｌ
二
四
条
一
項
三
文
）。

　

賃
借
人
は
自
ら
の
支
出
に
よ
り
、
壁
を
塗
る
か
壁
紙
を
貼
る
か
、
も
し
く
は
類
似
の
処
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
二
四
ａ
条

一
項
一
文
）。
壁
を
塗
り
も
し
く
は
壁
紙
を
貼
っ
た
こ
と
に
よ
り
家
屋
の
利
用
価
値
が
減
少
す
る
場
合
（
例
え
ば
、
賃
借
人
が
壁
紙
に
替

え
て
ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
を
使
い
、
ま
た
全
て
の
壁
や
天
井
を
黒
く
塗
る
と
い
っ
た
場
合
な（

93 
）

ど
。）
は
、
賃
貸
人
は
当
該
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
二
四
ａ
条
一
項
二
文
）。
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
紛
争
に
関
し
決
定
を
く
だ
す
権
限
を
有
す

る
（
Ｈ
Ｌ
二
四
ａ
条
三
項
）。
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ウ
　
関
係
当
事
者
の
監
督

　

賃
借
人
は
、
建
物
賃
貸
借
に
関
し
、
土
地
法
上
の
責
任
を
負
う
建
物
利
用
者
（
世
帯
員
、
客
、
賃
借
人
の
た
め
に
建
物
内
で
仕
事
行
う

者
）
を
適
切
に
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
五
条
一
項
三
文
）。

エ
　
損
害
等
発
生
時
の
対
応

　

家
屋
に
損
害
や
不
具
合
、
害
虫
被
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
対
し
て
そ
の
旨
を
即
時
に
通
知
し
、
か
つ
、
深
刻

な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
即
時
に
修
繕
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
四
条
二
項
一
文
）。
ま
た
、
賃
借
人
は
賃
貸
人
に
対
し
て
遅

滞
な
く
家
屋
の
損
害
や
不
具
合
、
害
虫
被
害
に
関
す
る
情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
四
条
二
項
三
文
）。
賃
借
人
が
こ

れ
ら
の
義
務
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
か
か
る
懈
怠
に
基
づ
く
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
四
条
二
項
四
文
）。

オ
　
禁
止
行
為

　

賃
借
人
は
、
家
屋
の
使
用
に
よ
っ
て
隣
人
が
健
康
を
害
す
る
、
も
し
く
は
隣
人
が
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
生
活
環
境
に
関
す
る
苦
痛

を
与
え
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
二
五
条
一
項
一
文
）。

⑶
　
賃
借
権
の
譲
渡
及
び
家
屋
の
転
貸

ア
　
賃
借
権
の
譲
渡

　

賃
借
人
は
賃
貸
人
の
承
諾
な
く
し
て
賃
借
権
を
譲
渡
（Ö

verlåta
）
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
Ｈ
Ｌ
三
二
条
一
項
）。
賃
貸
人
が
賃
借

人
の
譲
渡
承
諾
の
申
込
み
か
ら
三
週
間
以
内
に
返
答
し
な
か
っ
た
場
合
、
も
し
く
は
正
当
な
理
由
な
く
賃
借
人
の
申
込
み
を
拒
絶
し
た

場
合
に
は
、
賃
借
人
は
賃
貸
借
契
約
の
解
除
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
三
二
条
二
項
）。

　

も
っ
と
も
、
賃
貸
人
が
賃
借
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
承
諾
を
し
な
い
場
合
で
も
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
が
賃
借
人
に
よ
る
賃

借
権
の
譲
渡
が
合
理
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
賃
借
権
譲
渡
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
賃
借
人
は
、
配
偶
者
な

東洋法学　第59巻第 2号（2016年 1 月）

319



ど
賃
借
人
本
人
と
永
続
的
に
同
居
す
る
密
接
な
関
係
の
あ
る
賃
借
人
に
対
し
て
賃
借
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
三
四
条
一

項
一
文
、
二
文
）。

イ
　
家
屋
の
転
貸

　

賃
借
人
は
賃
貸
人
の
承
諾
な
く
し
て
家
屋
を
転
貸
（U

pplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande

）

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
Ｈ
Ｌ
三
九
条
一
項
）。

　

も
っ
と
も
、
賃
貸
人
か
ら
家
屋
の
転
貸
に
つ
い
て
の
承
諾
を
得
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
の
許
可
が
あ

れ
ば
、
賃
借
人
は
家
屋
の
全
部
を
転
貸
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
四
〇
条
一
項
）。
か
か
る
許
可
は
、
賃
借
人
が
年
齢
、
健
康
、
他
の

地
域
で
の
一
時
的
な
仕
事
も
し
く
は
学
業
、
長
期
間
の
国
外
滞
在
の
よ
う
な
特
別
な
家
庭
事
情
も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
す
る
事
情
を
有

し
て
い
る
た
め
に
家
屋
を
転
貸
す
る
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
賃
貸
人
が
転
貸
に
つ
い
て
の
承
諾
を
拒
絶
す
る
正
当
な
理
由
が

な
い
場
合
に
な
さ
れ
る
（
Ｈ
Ｌ
四
〇
条
二
項
）。

⑷
　
契
約
の
修
正

ア
　
賃
料
の
修
正

　

賃
貸
人
が
賃
料
を
増
額
す
る
場
合
に
は
、
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
交
渉
条
項
を
定
め
て
い
た
か
否
か
に
よ
り
手
続
き
が

異
な
る
。

　

ま
ず
、
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
交
渉
条
項
を
定
め
て
い
た
場
合
は
、
賃
貸
人
は
賃
借
人
と
交
渉
を
し
な
け
れ
ば
賃
料
を
増
額
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
い
（
Ｈ
Ｆ
Ｌ
五
条
一
項
）。
賃
貸
人
が
か
か
る
交
渉
を
怠
っ
た
と
き
は
、
賃
貸
人
は
賃
借
人
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を

負
う
（
Ｈ
Ｆ
Ｌ
二
六
条
）。

　

他
方
、
賃
貸
借
契
約
の
中
に
交
渉
条
項
を
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
、
賃
貸
人
は
賃
借
人
に
対
し
て
、
要
求
す
る
増
額
賃
料
賃
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料
の
総
額
、
新
賃
料
の
効
力
発
生
日
を
示
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
賃
借
人
が
通
知
に
記
載
さ
れ
た
賃
料
増
額
に
つ
い
て
異
議

を
唱
え
な
け
れ
ば
、
当
該
増
額
は
契
約
内
容
と
し
て
合
意
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
Ｈ
Ｌ
五
四
ａ
条
二
項
一
文
）。
賃
料
の
増
額
に

つ
い
て
、
賃
貸
人
と
賃
借
人
の
間
に
お
い
て
争
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
は
公
平
な
賃
料
額
を
決
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
五
四
ａ
条
二
項
三
文
、
五
五
条
一
項
一
文
）。
具
体
的
に
は
、
賃
借
し
て
い
る
家
屋
と
同
等
の
利
用
価
値

（Bruksvär

（
94 
）

de
）
を
有
す
る
家
屋
の
賃
料
と
比
較
し
て
、
賃
借
し
て
い
る
家
屋
の
賃
料
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
場
合
に
は
、
賃
料
額
は

公
平
で
な
い
も
の
と
さ
れ
る
（
Ｈ
Ｌ
五
五
条
一
項
二
文
）。

イ
　
賃
料
以
外
の
契
約
内
容
の
修
正

　

賃
借
人
も
し
く
は
賃
貸
人
が
賃
貸
借
契
約
期
間
中
に
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
契
約
内
容
の
変
更
を
求
め
る
場
合
は
、
相
手
方
に
書

面
で
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
五
四
条
一
項
一
文
）。
当
事
者
間
で
当
該
修
正
に
関
し
て
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
は
、
変
更
を
申
し
出
た
者
は
、
相
手
方
へ
の
通
知
を
し
た
後
、
一
箇
月
経
過
後
に
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に

対
し
て
契
約
内
容
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
五
四
条
一
項
二
文
、
同
項
三
文
）。
同
委
員
会
が
契
約
内
容
の
変
更
事
項
を

認
め
る
決
定
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
事
項
は
契
約
内
容
に
な
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
Ｈ
Ｌ
五
四
条
三
項
）。

　

賃
貸
人
と
賃
借
人
と
の
間
の
争
い
が
賃
料
増
額
以
外
の
契
約
内
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
賃
貸
人
も
し
く
は
賃
借
人
に

よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
内
容
が
、
賃
貸
借
契
約
の
内
容
及
び
契
約
締
結
時
以
降
の
事
情
を
考
慮
し
て
公
平
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
Ｈ
Ｌ
五
五
条
七
項
）。
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3
　
契
約
の
終
了
時

⑴
　
期
間
の
終
了

　

建
物
賃
貸
借
は
、
原
則
と
し
て
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
Ｈ
Ｌ
三
条
一
項
）、
借
主
の
終
了
通
知
に
よ
っ
て
契

約
は
終
了
す
る
。
も
っ
と
も
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
賃
貸
借
契
約
に
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
、
他
の
合
意
が
な
い
限
り
、
期
間

の
定
め
の
あ
る
契
約
は
賃
貸
借
の
期
間
満
了
時
に
終
了
す
る
（
Ｈ
Ｌ
三
条
二
項
一
文
）。
賃
貸
借
期
間
が
連
続
九
箇
月
以
上
で
あ
る
場
合

に
は
、
賃
貸
借
期
間
に
期
間
の
定
め
が
あ
る
か
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
賃
貸
人
は
契
約
を
終
了
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
終
了
通
知
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
三
条
二
項
二
文
）。

　

通
知
は
、
原
則
と
し
て
書
面
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
八
条
一
項
一
文
）。
当
該
通
知
は
通
知
の
日
か
ら
三
箇
月
間
効
力

を
有
す
る
た
め
（
Ｈ
Ｌ
五
条
一
項
）、
そ
の
期
間
内
は
賃
貸
借
契
約
は
存
続
す
る
（
Ｈ
Ｌ
八
条
一
項
一
文
）。

　

賃
貸
人
が
終
了
通
知
を
な
し
た
後
に
、
賃
貸
借
契
約
の
更
新
に
関
す
る
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
賃
貸
人
が
賃
貸
借
期
間
終
了
後

一
箇
月
以
内
に
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
訴
え
な
い
限
り
、
も
し
く
は
賃
借
人
が
賃
貸
借
期
間
終
了
時
に
家
屋
か
ら
退
去
し
て

い
な
い
限
り
、
当
該
通
知
は
効
力
を
有
し
な
い
（
Ｈ
Ｌ
四
九
条
一
項
）。

　

契
約
が
終
了
し
、
賃
借
人
が
家
屋
か
ら
立
ち
退
く
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
当
該
家
屋
を
賃
貸
人
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
賃
貸

人
は
当
該
家
屋
の
取
戻
権
（Å

terta

）
を
有
す
る
（
Ｈ
Ｌ
二
七
条
一
項
）。
賃
借
人
が
当
該
家
屋
か
ら
立
ち
退
い
た
後
も
し
く
は
立
ち
退

か
さ
れ
た
後
に
家
屋
の
中
に
賃
借
人
の
家
財
道
具
等
の
財
産
が
残
さ
れ
、
か
つ
、
賃
借
人
が
請
求
を
受
け
て
か
ら
三
箇
月
以
内
も
し
く

は
退
去
か
ら
六
箇
月
が
経
過
し
て
も
当
該
財
産
を
取
り
除
か
な
い
場
合
に
は
、
賃
貸
人
は
賃
借
人
で
あ
っ
た
者
か
ら
、
当
該
財
産
を
対

価
を
支
払
わ
ず
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
二
七
条
二
項
）。
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⑵
　
権
利
の
失
効

　

次
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
賃
借
人
の
賃
借
権
は
失
効
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
Ｈ
Ｌ
四
二
条
一
項
）。

　

①
一
箇
月
以
上
賃
料
の
不
払
い
が
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
を
許
可
す
る
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
の
決
定
が
な
い
こ
と
、
②
賃
貸

人
の
同
意
や
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
の
許
可
を
得
ず
に
賃
借
権
を
譲
渡
し
、
そ
の
後
、
遅
滞
な
く
賃
貸
人
の
同
意
を
得
る
か
、

も
し
く
は
委
員
会
の
許
可
を
得
な
か
っ
た
場
合
、
③
契
約
に
よ
り
定
め
た
使
用
方
法
と
は
異
な
る
方
法
で
家
屋
を
使
用
し
、
も
し
く
は

家
屋
の
使
用
権
限
の
な
い
者
に
家
屋
を
使
用
さ
せ
た
場
合
、
④
賃
借
人
も
し
く
は
転
借
人
の
懈
怠
に
よ
っ
て
害
虫
被
害
が
生
じ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
貸
人
に
こ
の
旨
を
通
知
せ
ず
、
そ
の
た
め
に
害
虫
被
害
の
拡
大
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
⑤
賃
借
人
も
し
く
は
転

借
人
に
よ
る
家
屋
の
使
用
に
よ
っ
て
隣
人
へ
の
迷
惑
行
為
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
無
視
し
、
も
し
く
は
必

要
な
監
督
を
せ
ず
、
か
つ
、
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
直
ち
に
適
切
な
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場

合
、
⑥
賃
借
人
が
賃
貸
人
か
ら
家
屋
の
立
ち
入
り
を
求
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
当
な
理
由
な
く
こ
れ
を
拒
絶
し
た
場
合
、
⑦

契
約
に
て
、
土
地
法
第
一
二
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
義
務
以
外
の
義
務
が
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
賃
借
人
に
発
生
し
て
お
り
、
当
該

義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
賃
貸
人
に
と
っ
て
契
約
の
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
義
務
の
履
行
を
賃
借
人
が

怠
っ
た
と
き
、
⑧
家
屋
の
一
部
も
し
く
は
全
部
が
重
大
な
犯
罪
行
為
に
使
用
さ
れ
た
場
合
、
又
は
一
時
的
な
売
春
の
場
と
し
て
使
用
さ

れ
た
と
き
。

　

賃
貸
借
契
約
が
賃
借
権
の
失
効
の
た
め
に
終
了
す
る
場
合
に
は
、
賃
貸
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
四
二
条
六
項
）。

　

た
だ
し
、
次
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
賃
借
権
は
失
効
し
な
い
。

　

①
な
い
し
⑧
に
つ
い
て
は
、
賃
借
人
の
不
当
性
が
軽
微
で
あ
っ
た
場
合
（
Ｈ
Ｌ
四
二
条
五
項
）、
①
③
⑤
⑥
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
人
が
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終
了
通
知
を
す
る
前
に
賃
借
人
が
適
切
な
措
置
を
と
っ
て
い
た
場
合
（
Ｈ
Ｌ
四
三
条
一
項
一
文
）、
④
⑦
⑧
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
人
が
当

該
行
為
を
知
っ
て
か
ら
二
箇
月
以
内
に
終
了
通
知
を
し
な
か
っ
た
場
合
（
④
⑦
に
つ
い
て
は
Ｈ
Ｌ
四
三
条
一
項
三
文
、
⑧
に
つ
い
て
は
Ｈ
Ｌ

四
三
条
二
項
）、
②
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
人
が
当
該
行
為
を
知
っ
て
か
ら
二
箇
月
以
内
に
適
切
な
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
（
Ｈ
Ｌ

四
三
条
一
項
三
文
）、
①
に
つ
い
て
は
、
居
住
目
的
の
賃
借
人
が
支
払
い
期
限
に
賃
料
を
支
払
わ
な
か
っ
た
た
め
に
賃
貸
人
が
賃
貸
借
契

約
を
終
了
さ
せ
て
一
度
は
賃
借
権
を
失
っ
た
場
合
で
、
賃
借
人
が
三
週
間
以
内
に
賃
料
を
支
払
っ
た
と
き
（
Ｈ
Ｌ
四
四
条
一
項
一
号
）

で
あ
る
。⑶

　
権
利
の
更
新

　

建
物
賃
貸
借
の
期
間
を
自
動
更
新
す
る
権
利
（Rätt till förlängning

）
は
、
強
行
法
的
性
質
を
有
す
る
権
利
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
自
動
更
新
権
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
つ
き
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
許
可
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
自
動

更
新
に
関
す
る
規
定
を
含
ま
な
い
旨
の
合
意
は
無
効
と
な
る
（
Ｈ
Ｌ
四
五
ａ
条
一
項
）。

　

も
っ
と
も
、
賃
借
権
が
失
効
（
Ｈ
Ｌ
四
二
条
一
項
各
号
参
照
）
し
た
場
合
（
Ｈ
Ｌ
四
六
条
一
項
一
号
）、
賃
借
人
が
更
新
が
認
め
ら
れ
な

い
ほ
ど
重
大
な
契
約
違
反
を
犯
し
た
場
合
（
Ｈ
Ｌ
四
六
条
一
項
二
号
）、
建
物
が
破
壊
さ
れ
て
大
き
く
変
形
し
、
か
つ
、
賃
借
人
に
と
っ

て
賃
貸
借
契
約
が
終
了
す
る
こ
と
に
つ
き
不
公
平
で
な
い
場
合
（
Ｈ
Ｌ
四
六
条
一
項
三
号
）
に
は
、
自
動
更
新
す
る
権
利
は
否
定
さ
れ

る
。
自
動
更
新
に
関
す
る
紛
争
が
賃
貸
借
契
約
終
了
時
に
解
決
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に

よ
る
最
終
的
な
決
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
当
該
家
屋
に
留
ま
る
権
利
を
有
す
る
（
Ｈ
Ｌ
五
〇
条
一（

95 
）

項
）。
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4
　
紛
争
解
決
手
続

⑴
　
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会

　

賃
貸
借
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
の
第
一
審
裁
判
所
は
、
一
般
の
裁
判
所
で
は
な
く
、
特
別
裁
判
所
と
さ
れ（

96 
）
る
不
動
産
賃
貸
借
紛
争

処
理
委
員
会
（A

rendenäm
nd

）
又
は
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
（H

yresäm
nd

）
で
あ
る
。
両
委
員
会
に
関
す
る
根
拠
法
は
、

不
動
産
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
及
び
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
関
す
る
法
律
（lag om

 arrendenäm
nder och hyres-

näm
nder　

SFS1973:188
）
で
あ
り
、
不
動
産
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
は
土
地
賃
貸
借
に
関
す
る
紛
争
の
調
停
、
審
判
、
仲
裁
の
権

限
を
有
し
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
は
建
物
賃
貸
借
お
よ
び
居
住
権
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
同
様
の
権
限
を
有
し
て
い（

97 
）
る
。

両
委
員
会
の
管
轄
外
の
不
動
産
に
関
す
る
紛
争
は
、
土
地
及
び
環
境
裁
判
所
（m

ark-och m
iljodom

sto （
98 
）

l

）
で
取
り
扱
わ
れ
る
。

　

建
物
賃
貸
借
に
関
す
る
紛
争
で
次
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同

法
四
条
一
項
）。
①
賃
借
人
が
賃
貸
借
契
約
の
終
了
通
知
を
受
け
取
っ
た
後
の
賃
貸
借
契
約
の
更
新
、
②
賃
料
及
び
他
の
賃
貸
借
契
約

に
関
す
る
条
件
の
決
定
、
③
同
居
人
へ
の
賃
借
権
の
譲
渡
、
④
賃
貸
物
件
の
転
貸
借
に
つ
い
て
の
承
諾
も
し
く
は
賃
借
権
の
更
新
権
を

放
棄
す
る
こ
と
の
承
認
、
⑤
家
屋
の
修
理
に
関
す
る
賃
貸
人
の
責
任
、
⑥
賃
借
人
に
よ
っ
て
不
適
当
に
行
わ
れ
た
修
理
に
基
づ
く
損
害

賠
償
に
関
す
る
賃
借
人
の
責
任
、
⑦
賃
貸
住
宅
を
居
住
権
方
式
に
よ
る
住
宅
も
し
く
は
協
同
賃
借
権
住
宅
に
変
更
す
る
こ
と
、
⑧
賃
料

増
加
に
関
す
る
改
良
作
業
の
許
可
も
し
く
は
禁
止
、
な
ど
で
あ
る
。

　

従
来
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
控
訴
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
権
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
控
訴
手
続
及
び
聴
聞
手
続
の
欠
如
に
関
し
、
欧
州
人
権
裁
判
所
か
ら
の
批
判
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
現
在

で
は
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
土
地
及
び
環
境
控
訴
院
（M

ark-och m
iljooverdom

stolen　

ス

ヴ
ェ
ア
控
訴
院Svea hovrätt

と
呼
ば
れ
て
い
る
。）
に
控
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い（

99 
）

る
。
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⑵
　
仲
裁
合
意

　

建
物
賃
貸
借
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
仲
裁
合
意
を
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
、
仲
裁
合
意
に
対
し
て
控
訴
を
認
め
な
い

と
す
る
合
意
も
有
効
で
あ
る
（
Ｈ
Ｌ
六
六
条
一
文
）。
も
っ
と
も
、
賃
借
人
の
家
屋
の
占
有
及
び
維
持
に
関
す
る
権
利
も
し
く
は
義
務
に

関
す
る
紛
争
、
契
約
内
容
の
変
更
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
決
定
、
賃
料
の
返
還
、
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
仲
裁

合
意
の
効
力
は
有
さ
な
い
（
Ｈ
Ｌ
六
六
条
二
文
）。

　

仲
裁
人
の
任
命
及
び
人
数
、
手
続
に
関
し
て
は
仲
裁
法
（lag om

 skiljeforfarande SFS1999:11 （
100 
）

6

）
が
適
用
さ
れ
、
こ
れ
ら
以
外
の

事
項
に
つ
い
て
は
仲
裁
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｈ
Ｌ
六
六
条
三
文
）。

五
　
協
同
賃
貸
借

　

協
同
賃
貸
借
は
、
協
同
賃
貸
借
法
（lag om

 kooperativ hyresratt　

SFS2002:93　

以
下
「
Ｌ
Ｋ
Ｈ
」
と
略
す
。）
に
規
定
が
お
か
れ

て
い
る
。

　

協
同
賃
貸
借
法
と
土
地
法
第
一
二
章
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
協
同
賃
貸
借
法
第
三
章
第
一
条
に
お
い
て
、
土
地
法
中
の
賃
貸
借
に

関
す
る
規
定
は
、
本
法
に
定
め
ら
れ
た
例
外
を
除
い
て
は
、
協
同
賃
貸
借
に
適
用
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

1
　
契
約
の
締
結
時

⑴
　
契
約
の
書
面
性

　

土
地
法
で
は
契
約
は
口
頭
で
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
（
Ｈ
Ｌ
二
条
一
項
）、
協
同
賃
貸
借
法
で
は
こ
れ
と
異
な
る
規

スウェーデンにおける高齢者の住まいに関する法制〔太矢　一彦・根岸　謙〕

326



定
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
協
同
賃
貸
借
も
口
頭
で
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

⑵
　
賃
料
等

　

協
同
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
組
合
員
は
協
同
賃
借
権
組
合
に
対
し
て
、
出
資
金
（M

edlem
sinsats

）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
二
章
八
条
一
項
）。
出
資
金
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
出
資
者
は
協
同
賃
借
権
組
合
の
組
合
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
当
該
出
資
金
に
つ
い
て
は
、
商
事
組
合
法
（lag om

 ekonom
iska reningar　

SFS1987:677

）
第
四
章
が
適
用
さ
れ
、
組
合

の
脱
退
時
に
返
還
さ
れ
る
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
二
章
九
条
一
項
）。

　

組
合
員
は
、
協
同
賃
借
権
組
合
が
定
め
た
規
約
に
基
づ
い
て
賃
料
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
六
条
一
文
）。
土
地
法
第

一
二
章
で
は
、
賃
貸
借
契
約
中
で
賃
料
の
総
額
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
（
Ｈ
Ｌ
一
九
条
一
項
一
文
）、
及
び
、
居
住

目
的
の
建
物
賃
貸
借
の
場
合
に
は
暖
房
費
、
光
熱
費
等
は
賃
料
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
（
Ｈ
Ｌ
一
九
条
一
項
二
文
）
が
定
め
ら
れ

て
い
る
が
、
協
同
賃
貸
借
に
は
こ
れ
ら
の
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
六
条
二
文
）、
賃
料
の
内
容
は
規
約
で
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
賃
料
額
の
決
定
に
際
し
て
は
、
賃
料
交
渉
法
及
び
土
地
法
第
一
二
章
で
定
め
ら
れ
て
い
る
居
住
目
的
の
建
物
賃
貸
借
に

お
け
る
交
渉
手
続
き
を
経
る
必
要
は
な
く
（
Ｈ
Ｆ
Ｌ
一
条
四
項
）、
組
合
内
の
自
治
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
協
同
賃
貸
借
契

約
に
お
け
る
賃
料
に
つ
い
て
は
、
組
合
に
よ
る
自
治
が
強
く
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
個
々
の
組
合
員
は
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員

会
に
対
し
、
賃
料
の
不
当
性
を
理
由
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い（

101 
）
る
。

⑶
　
家
屋
の
引
渡
し

　

協
同
賃
貸
借
法
で
は
、
土
地
法
第
一
二
章
第
九
条
の
「
居
住
目
的
の
場
合
、
賃
貸
人
は
賃
借
人
に
家
屋
を
引
き
渡
す
日
に
、
そ
の
地

域
に
お
け
る
慣
習
に
従
っ
て
、
当
初
予
定
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
当
該
家
屋
を
使
用
で
き
る
状
態
で
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

す
る
規
定
を
適
用
除
外
と
す
る
が
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
二
条
一
文
）、
協
同
賃
貸
借
法
第
三
章
第
二
条
第
二
文
に
て
、「
協
同
賃
借
権
組
合
は
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住
戸
を
引
き
渡
す
日
に
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
慣
習
に
従
っ
て
、
当
初
予
定
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
当
該
住
戸
を
完
全
に
使
え
る
状
態

で
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
土
地
法
で
は
「
使
用
で
き
る
状
態
」
と
さ
れ
る
も
の
が
協
同
賃
貸
借
法
で
は
、「
完
全
に
使

用
で
き
る
状
態
」
と
さ
れ
、
土
地
法
よ
り
も
厳
し
い
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

2
　
契
約
の
期
間
中

⑴
　
家
屋
の
維
持
等
に
関
す
る
義
務
―
賃
貸
人
に
よ
る
家
屋
の
改
良
を
中
心
に

　

協
同
賃
貸
借
法
で
は
、
土
地
法
に
お
い
て
賃
貸
人
に
認
め
ら
れ
る
、
家
屋
の
劣
化
を
防
ぐ
た
め
に
設
備
を
確
認
す
る
権
利
や
、
設
備

を
改
修
す
る
た
め
に
家
屋
に
立
ち
入
る
権
利
な
ど
の
規
定
（
Ｈ
Ｌ
二
六
条
）
を
適
用
除
外
と
し
て
お
り
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
一
〇
条
一
文
）、

そ
の
代
わ
り
に
協
同
賃
借
権
組
合
が
検
査
や
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
協
同
賃
借
権
組
合
の
代
表
者
は
住
戸
に
立
ち
入
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
一
〇
条
二
文
）。
ま
た
、
協
同
賃
借
人
は
適
宜
住
戸
の
立
ち
入
り
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
一
〇
条
三
文
）。
協
同
賃
借
権
組
合
は
、
代
表
者
が
こ
れ
ら
の
行
為
等
を
す
る
に
あ
た
り
、
協
同
賃
借
人
へ
の
支
障
が
最

小
限
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
一
〇
条
四
文
）。

⑵
　
家
屋
の
使
用
態
様
に
関
す
る
義
務

ア
　
利
用
目
的
の
範
囲
内
で
の
家
屋
の
使
用

　

土
地
法
で
は
、
契
約
目
的
以
外
で
の
家
屋
の
利
用
を
禁
止
し
な
が
ら
も
、
多
く
の
例
外
規
定
を
置
い
て
い
る
が
（
Ｈ
Ｌ
二
三
条
）、
協

同
賃
貸
借
法
で
は
、
協
同
賃
借
人
は
本
来
の
目
的
以
外
で
住
戸
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
規
定
し
（
Ｌ
Ｋ
三
章
八
条
）、
例
外

を
認
め
て
い
な
い
。
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イ
　
家
屋
の
維
持
管
理

　

土
地
法
で
は
、
賃
借
人
に
家
屋
等
の
維
持
管
理
義
務
を
課
す
が
（
Ｈ
Ｌ
二
四
条
）、
協
同
賃
貸
借
法
で
は
、
組
合
員
は
住
戸
の
占
有
態

様
や
管
理
責
任
の
程
度
に
つ
い
て
、
自
由
に
規
約
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
三
条
一
項
、
二
項
）。

　

ま
た
、
協
同
賃
貸
借
法
で
は
、
協
同
賃
借
人
は
専
門
的
な
方
法
（
プ
ロ
が
行
う
方
法
）
に
よ
っ
て
住
戸
の
修
繕
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
、
専
門
的
な
方
法
で
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
協
同
賃
借
権
組
合
は
当
該
協
同
賃
借
人

に
対
し
て
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
九
条
）。

⑶
　
協
同
賃
借
権
の
譲
渡
及
び
家
屋
の
転
貸

ア
　
協
同
賃
借
権
の
譲
渡

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
協
同
賃
貸
借
法
は
、
賃
借
権
の
投
機
的
売
買
を
阻
止
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
協
同
賃
借
権
の
譲
渡
は
、
協
同
賃
借
権
組
合
以
外
の
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
一
章
四
条
二
項
）。

イ
　
家
屋
の
転
貸

　

協
同
賃
貸
借
法
で
は
、
協
同
賃
借
人
が
自
ら
の
協
同
賃
借
権
を
転
貸
す
る
こ
と
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
土
地
法
一
二
章
三
九
条
な
い
し
四
〇
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
原
則
と
し
て
協
同
賃
借
人
は
協
同
賃
借
権
組
合
の
承
諾
が
な

け
れ
ば
住
戸
を
転
貸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。

3
　
契
約
の
終
了
時

⑴
　
終
了
事
由

　

協
同
賃
貸
借
は
、
住
戸
が
譲
渡
（Ö

verlåter

）
さ
れ
、
も
し
く
は
住
戸
が
民
事
執
行
に
よ
り
競
売
（Säljs exekutivt

）
さ
れ
た
場
合
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に
は
終
了
す
る
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
一
三
条
一
項
）。
ま
た
、
協
同
賃
借
人
が
協
同
賃
借
権
組
合
か
ら
脱
退
し
た
場
合
は
、
協
同
賃
貸
借
関
係

は
終
了
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
一
六
条
）、
協
同
賃
借
権
組
合
は
、
脱
退
し
た
元
協
同
賃
借
人
に
対
し
て
出
資
金
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
二
章
九
条
一
項
、
商
事
組
合
法
四
章
）。

⑵
　
権
利
の
失
効

　

以
下
の
場
合
に
お
い
て
協
同
賃
借
権
は
失
効
す
る
。
①
住
戸
が
契
約
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
、
も
し
く
は
土
地
法
に

違
反
し
て
、
許
可
さ
れ
た
者
以
外
の
者
が
住
戸
に
住
ん
で
お
り
、
か
つ
、
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
の
措
置
を
と
ら
な
い
場
合
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
一
一
条
一
項
一
号
）、
②
組
合
の
代
表
者
か
ら
の
要
求
を
正
当
な
理
由
な
く
拒
ん
だ
場
合

（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
一
一
条
一
項
二
号
）、
③
組
合
の
規
約
に
お
い
て
法
定
の
義
務
（
組
合
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
義
務
）
を
超
え
る
義
務
が
協

同
賃
借
人
に
課
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
協
同
賃
借
人
が
当
該
義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
と
き
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
三
章
一
一
条
二
項
一
号
）。

⑶
　
権
利
の
更
新

　

協
同
賃
貸
借
法
で
は
、
土
地
法
第
一
二
章
第
四
五
条
以
下
の
自
動
更
新
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
排
除
し
て
い
な
い
た
め
、
協
同

賃
借
人
は
自
動
更
新
権
を
有
し
て
い
る
と
解
さ
れ（

102 
）
る
。

4
　
紛
争
解
決
手
続

⑴
　
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会

　

土
地
法
に
お
け
る
建
物
賃
貸
借
の
場
合
と
同
様
、
協
同
賃
貸
借
で
も
建
物
賃
貸
借
に
関
す
る
紛
争
は
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員

会
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
決
定
の
う
ち
一
部
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
決
定
の
日
か
ら
三
週

間
以
内
に
ス
ヴ
ェ
ア
控
訴
院
に
対
し
て
控
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
六
章
四
条
一
項
）。
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⑵
　
仲
裁
合
意

　

協
同
賃
貸
借
法
で
は
、
仲
裁
合
意
に
関
す
る
土
地
法
の
規
定
（
Ｈ
Ｌ
六
六
条
一
文
）
を
排
除
す
る
規
定
が
な
い
た
め
、
土
地
法
一
二

章
六
六
条
に
よ
っ
て
、
仲
裁
合
意
を
す
る
こ
と
も
有
効
と
解
さ
れ
る
。

六
　
お
わ
り
に
代
え
て

　

以
上
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
の
住
ま
い
に
関
し
、
そ
の
居
住
に
関
す
る
契
約
関
係
を
中
心
に
考
察
を
行
っ
た
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
の
不
動
産
賃
貸
借
に
関
す
る
法
制
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
不
動
産
賃
貸
借
と
異
な
る
点

が
多
く
、
個
別
の
事
項
に
つ
い
て
の
比
較
検
討
は
容
易
に
な
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
高
齢
者
の
居
住
と
い
う
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
不
動
産
に
関
す
る
契
約
当
事
者
の
紛
争
に
つ
い
て
、
不
動
産
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
と
建
物
賃
貸

借
紛
争
処
理
委
員
会
と
い
う
賃
貸
人
・
賃
借
人
以
外
の
第
三
者
機
関
の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
サ
高
住
の
契
約
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
省
お
よ
び
厚
生
労
働
省
が
契
約
例
と
し
て
示
す
「
サ
ー
ビ
ス
付
き

高
齢
者
向
け
住
宅
の
参
考
と
す
べ
き
入
居
契
約
書
（
建
物
賃
貸
借
契
約
、（
Ａ
）
毎
月
払（

103 
）
い
）」
で
は
、
賃
料
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て

は
契
約
当
事
者
の
協
議
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
の
規
定
を
置
く
が
（
同
契
約
書
四
条
三
項
）、
日
々
判
断
能
力
が
低
下
し
て
い
く
高
齢

者
に
直
接
協
議
さ
せ
る
こ
と
が
高
齢
者
の
居
住
保
護
の
観
点
か
ら
実
効
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え

ず
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
な
第
三
者
機
関
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
建
物
賃
貸
借
は
原
則
と
し
て
期
限
の
定
め
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
Ｈ
Ｌ
三
条
一
項
）

と
さ
れ
、
賃
借
人
の
権
利
が
強
く
保
護
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、「
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
お

東洋法学　第59巻第 2号（2016年 1 月）

331



い
て
、
高
齢
者
が
死
亡
す
る
ま
で
終
身
に
わ
た
り
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
死
亡
時
に
契
約
が
終
了
す
る
）「
終
身
建
物
賃
借
権
」
を

導
入
し
て
い
る
が
、
実
際
の
サ
高
住
の
入
居
契
約
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
と
い
う
見

地
か
ら
は
、
今
後
は
契
約
の
終
了
時
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
余
地
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
経
済
水
準
が
低
い
年
金
受
給
者
に
対
す
る
住
宅
補
足
を
給
付
し
て
お
り
、
二
〇
〇
四
年
に
は
、
四
四
万
七
〇
〇
〇

世
帯
も
の
住
宅
補
足
が
受
給
さ
れ
て
い（

104 
）
る
。
日
本
で
も
、
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
供
給
は
乏
し

い
と
い
え
、
サ
高
住
に
お
け
る
契
約
が
民
間
会
社
と
の
賃
貸
借
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
入
居
者
が
家
賃
を
支
払
う
こ
と
が
困

難
と
な
っ
た
場
合
に
備
え
、
補
足
給
付
の
よ
う
な
も
の
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
協
同
賃
借
権
と
い
う
法
制
度
が
あ
り
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
今
後
の
わ
が
国
の
高
齢
者
の
居
住
、

と
り
わ
け
サ
高
住
に
関
す
る
契
約
形
態
を
考
察
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
な
ど
の
公
的
機
関
が
負
担
増
を
お
そ
れ
、
一
般
住
居
で
あ
る
シ

ニ
ア
住
宅
な
ど
の
高
齢
者
住
宅
（
居
宅
ケ
ア
）
へ
の
政
策
転
換
を
行
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
全
国
住
宅
委
員
会
の

調
査
報
告
書
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
の
間
に
は
七
一
六
五
も
の
シ
ニ
ア
住
宅
の
建
設
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

内
訳
は
、
新
規
建
設
が
五
八
％
、
既
存
建
物
の
改
修
が
四
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
も
と
に
あ
る
非
営
利
の
住
宅

法
人
で
は
、
シ
ニ
ア
住
宅
の
建
設
計
画
の
約
六
割
が
既
存
建
物
の
改
修
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い（

105 
）
る
。

　

そ
し
て
、
現
在
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
建
設
数
が
増
加
し
た
公
的
な
賃
貸
住
宅
の
多
く
が
、
払
下
げ
の
時
期

に
差
し
掛
か
っ
て
お
り
、
特
に
建
物
が
払
い
下
げ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
協
同
賃
借
権
方
式
（
Ｌ
Ｋ
Ｈ
第
四
章
で
の
所
有
権
の
取
得
に
よ
る

場
合
）
で
の
契
約
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い（

106 
）
る
。
協
同
賃
借
権
方
式
を
と
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
は
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
賃
貸
人
側
に
と
っ
て
は
、
物
件
を
管
理
す
る
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
、
貸
主
側
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
賃
料
を
安
く
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抑
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
同
様
、
わ
が
国
で
も
、
社
会
保
障
費
は
増
大
の
一
途
を
た
ど
り
、
高
齢
者
の
ケ
ア
に
関
し
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
よ
う
な
「
高
齢
者
施
設
」
に
お
け
る
ケ
ア
で
は
な
く
、
サ
高
住
の
よ
う
な
「
高
齢
者
住
宅
」
で
の
ケ

ア
に
政
策
転
換
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
今
後
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
払
い
下
げ
や
、
人
口
減

少
に
よ
る
公
団
住
宅
の
払
い
下
げ
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
齢
者
の
低
所
得
化
も
進
ん
で
お
り
、
年
金
の
減
額
な
ど
も
考
え
ら

れ
る
な
か
で
、
払
い
下
げ
物
件
を
、
高
齢
者
の
住
居
と
し
て
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
低
所
得
の
高
齢
者
の
居
住
に
か
か

る
費
用
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

二
〇
〇
九
年
に
国
土
交
通
省
総
合
技
術
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
多
世
代
利
用
型
超
長
期
住
宅
及
び
宅
地
の
形
成
・
管
理
技
術
の
開
発

（
平
成
二
〇
か
ら
二
二
年
度
）」
の
資
料
に
よ
る
と
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
再
生
・
再
編
に
伴
う
公
的
賃
貸
住
宅
の
払
下
げ
に
関

し
て
、「
払
下
げ
後
は
区
分
所
有
マ
ン
シ
ョ
ン
に
移
行
す
る
の
で
は
な
く
、
組
合
所
有
方
式
（
借
家
型
）
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
既
存

ス
ト
ッ
ク
を
多
世
代
利
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一
定
の
償
還
が
終
了
し
た
経
年
ス
ト
ッ
ク
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の

資
金
負
担
と
リ
ス
ク
負
担
が
軽
く
な
る
た
め
、
実
現
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ（

107 
）
る
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
組
合
所

有
を
導
入
す
る
た
め
に
は
、
法
的
環
境
整
備
も
重
要
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
協
同
賃
借
権
組
合
に
は
権
利
義
務

の
主
体
性
が
明
確
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
加
え
て
裁
判
及
び
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
法
定
手
続
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
（
協
同
賃

貸
借
法
第
二
章
）。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
な
組
合
所
有
の
形
態
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
組
織

を
法
的
に
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
高
齢
者
住
ま
い
法
二
一
条
で
は
、「
公
営
住
宅
の
事
業
主
体
は
、
公
営
住
宅
を
登
録
事
業
者
に
登
録
住
宅
と
し
て
使
用
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
国
土
交
通
省
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
公
営
住
宅
の
適
切
か
つ
合
理
的
な
管
理
に
著
し
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い
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
当
該
公
営
住
宅
を
登
録
事
業
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
に
は
、
株
式
会
社
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
、
Ｕ
Ｒ
都
市
機
構
の
賃
貸
団
地
の
住
棟
の
中
に
点
在
す

る
住
宅
三
〇
戸
を
、
住
戸
単
位
で
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
借
り
上
げ
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を
し
て
「
ゆ
い
ま
～
る
高
島
平
」
と
い
う

入
居
者
参
加
型
の
サ
高
住
の
運
営
を
は
じ
め
て
い（

108 
）
る
。

　

今
後
は
、
個
人
の
ニ
ー
ズ
も
よ
り
多
様
化
し
、
こ
う
し
た
団
地
再
生
型
の
サ
高
住
や
、
そ
の
他
に
も
様
々
な
形
態
の
サ
高
住
が
事
業

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
他
国
の
制
度
を
参
考

と
し
な
が
ら
、
様
々
な
権
利
形
態
を
考
え
て
お
く
こ
と
は
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

以
上

（
１
）　

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
世
帯
数
の
将
来
推
計
（
全
国
推
計
、
二
〇
一
三
年
一
月
推
計
）」
一
三
―
一
四
頁
。

（
２
）　

第
一
号
被
保
険
者
数
お
よ
び
要
支
援
・
要
介
護
認
定
者
数
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
発
表
の
平
成
二
五
年
度
介
護
保
険
事
業
状
況
報
告
の
数
値
を
、

施
設
等
入
所
者
数
に
つ
い
て
は
平
成
二
五
年
度
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
調
査
結
果
の
数
値
を
参
照
し
た
。

（
３
）　

厚
生
労
働
省
社
会
保
障
審
議
会
介
護
給
付
費
分
科
会
第
七
六
回
（
二
〇
一
一
年
六
月
一
六
日
）
資
料
「
高
齢
者
の
住
ま
い
に
つ
い
て
」
四
頁
。

（
４
）　

矢
田
尚
子
「
高
齢
者
の
居
住
問
題
の
考
え
方
と
法
的
課
題
～
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
動
向
を
中
心
に
」
実
践
成
年
後
見
第
四
九
号

（
二
〇
一
四
年
）
四
四
頁
。

（
５
）　

次
の
、「
規
模
・
設
備
等
」、「
入
居
者
」、「
サ
ー
ビ
ス
」、「
入
居
契
約
」、「
基
本
方
針
」
に
関
す
る
五
つ
の
基
準
を
満
た
せ
ば
、
サ
高
住
と
し
て
登

録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
「
規
模
・
設
備
等
」
に
関
す
る
登
録
基
準
と
し
て
は
、
①
各
居
住
部
分
の
床
面
積
が
原
則
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
（
高
齢
者
住
ま
い
法
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七
条
一
項
一
号
）、
②
各
居
住
部
分
に
、
台
所
、
水
洗
便
所
、
収
納
設
備
、
洗
面
設
備
、
浴
室
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
（
法
七
条
一
項
二
号
）、
③
バ

リ
ア
フ
リ
ー
構
造
で
あ
る
こ
と
（
法
七
条
一
項
三
号
）
が
あ
る
。

　
　
「
入
居
者
」
に
関
す
る
登
録
基
準
と
し
て
は
、
六
〇
歳
以
上
の
者
又
は
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
法
七

条
一
項
四
号
）。
高
齢
者
と
同
居
す
る
者
が
い
る
場
合
に
は
、
同
居
者
に
つ
き
、
配
偶
者
、
六
〇
歳
以
上
の
親
族
、
要
介
護
・
要
支
援
指
定
を
受
け
て
い

る
、
特
別
な
理
由
に
よ
り
同
居
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
こ
と
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
七
条
一
項
五
号
）。

　
　
「
サ
ー
ビ
ス
」
に
関
す
る
登
録
基
準
と
し
て
は
、
状
況
把
握
（
安
否
確
認
）
サ
ー
ビ
ス
及
び
生
活
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
（
法
七
条
一
項
五
号
）。

　
　
「
入
居
契
約
」
に
関
す
る
登
録
基
準
と
し
て
は
、
①
契
約
の
書
面
性
、
②
居
住
部
分
が
明
示
さ
れ
た
契
約
で
あ
る
こ
と
、
③
権
利
金
そ
の
他
の
金
銭
を

受
領
し
な
い
契
約
で
あ
る
こ
と
（
敷
金
、
家
賃
、
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
家
賃
・
サ
ー
ビ
ス
費
の
前
払
金
の
み
請
求
で
き
る
）、
④
入
居
者
が
入
院
し
た
こ
と

又
は
入
居
者
の
心
身
の
状
況
が
変
化
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
入
居
者
の
同
意
を
得
ず
に
居
住
部
分
の
変
更
や
契
約
解
除
を
行
わ
な
い
こ
と
、
⑤
サ
ー

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
工
事
完
了
前
に
、
敷
金
及
び
家
賃
等
の
前
払
金
を
受
領
し
な
い
こ
と
、
⑥
家
賃
等
の
前
払
金
を
受
領
す
る
場
合
に
は
、

（
ア
）
そ
の
算
定
の
基
礎
、
返
還
債
務
の
金
額
の
算
定
方
法
を
明
示
す
る
こ
と
、（
イ
）
入
居
後
三
箇
月
以
内
に
、
契
約
を
解
除
又
は
入
居
者
が
死
亡
し
た

こ
と
に
よ
り
契
約
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
家
賃
等
の
前
払
金
を
返
還
す
る
こ
と
、（
ウ
）
返
還
債
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
場
合
に
備
え

て
、
家
賃
等
の
前
払
金
に
対
し
、
必
要
な
保
全
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
七
条
一
項
六
号
な
い
し
八
号
）。

（
６
）　

現
在
、
日
本
の
高
齢
者
の
住
ま
い
は
、
施
設
系
高
齢
者
の
住
ま
い
、
住
宅
系
高
齢
者
の
住
ま
い
、
自
宅
の
三
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
井

上
由
紀
子
「
だ
れ
が
「
高
齢
期
の
特
別
な
住
居
」
の
費
用
を
負
担
す
る
の
か
」
地
域
ケ
ア
リ
ン
グ
第
一
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
四
頁
の
「
図
３　

居
住
種
別
と
サ
ー
ビ
ス
の
付
帯
の
さ
せ
方
」
参
照
）。

　
　

施
設
系
高
齢
者
の
住
ま
い
と
は
、
利
用
者
が
施
設
と
の
間
で
利
用
権
設
定
契
約
を
締
結
し
て
入
居
す
る
も
の
で
あ
り
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
（
医

療
、
看
護
、
介
護
、
生
活
支
援
）
ご
と
に
、
以
下
の
よ
う
に
細
か
く
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
介
護
療
養
型
老
人
保
健
施
設
」
で
は
、
医
療
・
看
護
・
介
護
・
生
活
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
お
よ
び
「
介
護
老

人
保
健
施
設
」
で
は
、
看
護
・
介
護
・
生
活
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
前
者
は
、
利
用
者
の
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
施
設
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で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
リ
ハ
ビ
リ
が
必
要
な
居
宅
復
帰
を
目
指
す
利
用
者
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
施
設
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

「
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
」
で
は
、
介
護
・
生
活
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
本
施
設
は
認
知
症
患
者
を
対
象
と
し
て
お
り
、
少
人
数
で

共
同
生
活
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
病
状
の
進
行
を
止
め
、
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
」
で
は
、
生
活
支
援
の
サ
ー
ビ

ス
の
み
を
提
供
す
る
。

　
　

住
宅
系
高
齢
者
の
住
ま
い
と
は
、
利
用
者
が
住
宅
所
有
者
と
の
間
で
居
住
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
て
入
居
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
高
齢
者
の
住
ま
い

に
よ
っ
て
利
用
者
が
取
得
す
る
居
住
に
関
す
る
権
利
内
容
は
異
な
る
。
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
」
で
は
、

利
用
者
は
賃
借
権
も
し
く
は
終
身
建
物
賃
借
権
を
取
得
し
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
設
備
を
整
え
た
住
宅
で
あ
る
「
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
」
で
は
、
利
用
者
は

賃
借
権
を
取
得
し
、「
シ
ニ
ア
向
け
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
」
で
は
、
利
用
者
は
区
分
所
有
権
を
取
得
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
７
）　

高
齢
者
等
居
住
安
定
化
推
進
事
業
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
の
供
給
促
進
の
た
め
の
支
援
措
置
と
し
て
、
国
は
民
間
事
業
者
や
医

療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
対
し
、
建
設
費
の
一
〇
分
の
一
も
し
く
は
改
修
費
の
三
分
の
一
に
つ
き
直
接
補
助
を
行
っ
て
い
る
。

（
８
）　

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
が
、
サ
高
住
と
し
て
登
録
を
受
け
る
賃
貸
住
宅
の
建
設
も
し
く
は
改
良
に
必
要
な
資
金
、
又
は
当
該
賃
貸
住
宅

と
す
る
中
古
住
宅
の
購
入
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
９
）　

所
得
税
も
し
く
は
法
人
税
は
、
五
年
間
の
割
増
償
却
四
〇
％
（
耐
用
年
数
三
五
年
未
満
は
二
八
％
）
と
さ
れ
（
た
だ
し
、
二
〇
一
五
年
四
月
一
日
か

ら
二
〇
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
し
た
も
の
の
割
増
償
却
は
半
分
と
な
る
。）、
固
定
資
産
税
は
、
五
年
間
税
額
を
三
分
の
二
に
軽
減
さ
れ
、

さ
ら
に
不
動
産
取
得
税
は
家
屋
の
場
合
は
課
税
標
準
か
ら
一
戸
当
た
り
一
二
〇
〇
万
円
が
控
除
さ
れ
、
土
地
の
場
合
に
は
家
屋
の
床
面
積
の
二
倍
に
あ
た

る
土
地
面
積
相
当
分
の
価
格
等
が
減
額
さ
れ
る
。

（
10
）　

サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
登
録
デ
ー
タ
〔http://w

w
w

.satsuki-jutaku.jp/search/index.php 

二
〇
一
五
年
一
〇

月
七
日
最
終
閲
覧
〕
参
照
。

（
11
）　

例
え
ば
、
矢
田
准
教
授
は
、
入
居
者
は
消
費
者
契
約
法
上
の
「
消
費
者
」（
同
法
二
条
一
項
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
入

居
契
約
締
結
に
あ
た
っ
て
は
一
般
の
消
費
者
と
同
程
度
の
契
約
上
の
保
護
や
支
援
で
十
分
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
提
起
さ
れ
て
い
る
（
矢
田
尚
子

「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
に
お
け
る
契
約
上
の
課
題
」
週
刊
社
会
保
障
第
二
六
七
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
〇
頁
以
下
）。
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（
12
）　

こ
こ
で
は
特
に
、
水
村
容
子
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
住
み
続
け
る
」
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
』（
彰
国
社
、
二
〇
一
四
年
）、
西
下
彰
俊
『
揺
れ
る
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
』（
新
評
論
、
二
〇
一
二
年
）、
ビ
ヤ
ネ
ー
ル
多
美
子
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
超
高
齢
社
会
へ
の
試
み
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
）、
奥
村
芳

孝
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
高
齢
者
ケ
ア
戦
略
』（
筒
井
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
高
島
昌
二
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
福
祉
入
門
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
七

年
）、
三
上
芙
美
子
「
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
丸
尾
直
美
・
塩
野
谷
祐
一
『
先
進
諸
国
の
社
会
保
障
５　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
九
年
）、
訓
覇
法
子
『
現
地
か
ら
伝
え
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
高
齢
者
ケ
ア
』（
自
治
体
研
究
社
、
一
九
九
七
年
）
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（
13
）　

作
家
で
あ
る
イ
ー
ベ
ル
・
ロ
ー
・
ヨ
ハ
ン
ソ
ン
（Ivar Lo-Johansson

）
が
一
九
四
九
年
に
『
老
い
』
と
い
う
写
真
集
を
刊
行
し
、
老
人
ホ
ー
ム

と
い
う
隔
離
さ
れ
た
施
設
を
「
姥
捨
て
山
」
に
た
と
え
て
告
発
し
て
い
る
。
奥
村
・
前
掲
注
（
12
）
四
七
頁
。

（
14
）　

高
島
・
前
掲
注
（
12
）
一
六
七
―
一
六
八
頁
。

（
15
）　

奥
村
芳
孝
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
高
齢
者
住
宅
と
ケ
ア
政
策
」
海
外
社
会
保
障
研
究
一
六
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
五
頁
。

（
16
）　

高
島
・
前
掲
注
（
12
）
一
六
八
頁
。

（
17
）　

高
島
・
前
掲
注
（
12
）
一
八
六
頁
。

（
18
）　

コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
日
本
の
「
市
町
村
」
に
相
当
し
、
福
祉
、
義
務
教
育
、
保
育
、
住
宅
な
ど
市
民
に
直
接
関
係
す
る
分
野
の
責
任
を
担
う
。
他
方
、

ラ
ン
ス
テ
ィ
ン
グ
は
主
に
保
健
医
療
の
責
任
を
担
う
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
ラ
ン
ス
テ
ィ
ン
グ
も
強
い
自
治
権
と
課
税
権
を
持
つ
。
そ
の
他
に
レ
ー
ン
（län

）

と
呼
ば
れ
る
全
国
二
一
に
分
け
ら
れ
た
地
方
行
政
区
分
が
あ
り
、
レ
ー
ン
財
政
は
国
家
予
算
か
ら
出
る
（
大
阪
外
国
語
大
学
デ
ン
マ
ー
ク
語
・
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
語
研
究
室
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
デ
ン
マ
ー
ク
福
祉
用
語
小
辞
典
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年
）
三
五
―
三
七
頁
、
四
四
頁
）。
な
お
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
と
ラ
ン
ス
テ
ィ
ン
グ
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
「
市
町
村
」
と
「
県
」
の
関
係
に
見
る
よ
う
な
上
下
関
係
で
は
な
く
分
業
関
係
で
あ
る
と

さ
れ
る
（
石
原
俊
時
「
ス
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
の
動
向
に
つ
い
て
」
社
会
福
祉
研
究
第
一
一
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
脚
注
⑴
）。

（
19
）　

訓
覇
・
前
掲
注
（
12
）
二
六
頁
。

（
20
）　

石
原
・
前
掲
注
（
18
）
九
五
―
九
六
頁
。

（
21
）　

社
会
サ
ー
ビ
ス
法
及
び
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
法
を
具
体
的
に
施
行
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、
一
九
八
八
年
に
高
齢
者
委
員
会

（Ä
ldredelegationen

）
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
高
齢
者
委
員
会
の
報
告
書
を
も
と
に
、
同
法
の
具
体
化
法
で
あ
る
「
高
齢
者
お
よ
び
障
害
者
の
た
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め
の
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
保
健
医
療
の
責
任
法
」
が
一
九
九
二
年
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
高
齢
者
委
員
会
のäldre

とdelegationen

の
各
頭
字
語

（Ä
del

：
高
貴
な
、
上
品
な
と
い
う
意
味
）
を
も
っ
て
「
エ
ー
デ
ル
改
革
」（Ä

delreform
en

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
高
島
・
前
掲
注
（
12
）

一
七
三
頁
）。

（
22
）　

訓
覇
・
前
掲
注
（
12
）
二
六
―
二
七
頁
。
エ
ー
デ
ル
改
革
以
後
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
様
々
な
高
齢
者
ケ
ア
政
策
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で

も
主
要
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
一
九
九
八
年
に
お
け
る
「
高
齢
者
政
策
に
関
す
る
国
家
行
動
計
画
（N

ationell handlingsplan för 

äldrepolitike
）」、
お
よ
び
、
こ
れ
と
対
に
な
る
二
〇
〇
五
年
に
お
け
る
「
今
後
の
高
齢
者
政
策
（Ä

ldrepolitik för fram
tiden

）」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
高
齢
者
政
策
に
関
す
る
国
家
行
動
計
画
」
で
は
、
今
後
の
高
齢
者
福
祉
の
あ
り
方
と
し
て
、
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
し
て
い
く
こ
と
や
、
家
族
に

よ
る
介
護
の
意
義
が
増
大
し
て
い
く
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
お
り
、「
今
後
の
高
齢
者
政
策
」
で
は
、
一
九
九
八
年
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
が
、
高
齢
者

二
〇
〇
五
年
（SEN

IO
R 2005

）
委
員
会
を
設
置
し
て
、
二
〇
〇
五
年
（
一
九
四
〇
年
代
生
ま
れ
の
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
が
六
五
歳
で
定
年
を
迎
え
、

年
金
を
受
給
し
始
め
る
時
期
）
以
降
の
高
齢
者
の
人
数
や
年
齢
層
ご
と
の
分
布
状
況
を
分
析
し
て
、
高
齢
者
の
自
立
性
を
維
持
し
な
が
ら
安
全
に
不
安
な

く
加
齢
で
き
る
こ
と
や
、
高
水
準
の
ケ
ア
と
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
国
家
目
標
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
西
下
・
前
掲
注

（
12
）
一
九
―
二
一
頁
）。

（
23
）　

ニ
ー
ズ
判
定
員
と
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
に
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
に
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
法
六
条
（
援
助
を
受
け
る
権
利
）
に
基
づ
い
て
、
ど

の
程
度
の
介
護
支
援
が
必
要
な
の
か
を
判
定
し
、
援
助
内
容
を
査
定
す
る
者
の
こ
と
を
い
い
、
主
に
、
介
護
分
野
で
深
い
経
験
を
積
ん
だ
看
護
師
や
、
施

設
長
等
を
務
め
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
を
も
つ
人
、
あ
る
い
は
大
学
の
社
会
福
祉
学
科
で
専
門
教
育
を
受
け
た
人
等
が
ニ
ー
ズ
判
定
員
と
な
る
。（
訓
覇
・
前

掲
注
（
12
）
一
二
―
一
五
頁
）。
介
護
支
援
の
必
要
性
よ
り
も
、
援
助
内
容
を
査
定
し
て
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
構
築
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
ニ
ー
ズ
判
定
員
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
援
助
判
定
員
」
と
訳
す
方
が
実
態
に
近
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
西
下
・
前
掲
注
（
12
）
ⅺ
頁
参
照
）。

（
24
）　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
のH

yresrätt

は
、H

yra

とRätt

の
合
成
語
で
あ
り
、
本
稿
で
は
「
建
物
賃
貸
借
」
と
い
う
訳
語
を
使
う
。

（
25
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
15
）
三
〇
頁
。

（
26
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
15
）
三
五
頁
。

（
27
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
15
）
三
〇
頁
。
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（
28
）　A

nnika Edström
 &

 M
adelene Gustafsson, Elderly Living in Sw

eden - Present solutions and future trends -, at 21

（2011

）. 

〔http://w
w

w
.diva-portal.org/sm

ash/get/diva2:491657/fulltext01.pdf　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕。

（
29
）　

水
村
・
前
掲
注
（
12
）
五
五
頁
。

（
30
）　

水
村
・
前
掲
注
（
12
）
五
五
頁
。

（
31
）　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
、
二
〇
一
〇
年
度
予
算
に
お
い
て
特
別
な
住
居
の
新
築
お
よ
び
改
築
補
助
を
安
心
住
宅
に
も
適
用
す
る
こ
と
に
し
た
（
奥

村
・
前
掲
注
（
12
）
一
五
四
頁
）。

（
32
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
12
）
一
五
四
頁
。

（
33
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
12
）
一
五
四
頁
。

（
34
）　

具
体
的
に
は
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
（H
em

tjänst

）、
ナ
イ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル
（N

attpatrulltjänst

）、
訪
問
介
護
（H

em
sjukvård

）、
緊
急

ア
ラ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
（T

rygghetsalarm

）、
移
送
サ
ー
ビ
ス
（Färdtjänst

）、
デ
イ
セ
ン
タ
ー
と
デ
イ
ケ
ア
（D

agcentrum
 och dagvård

）、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
（K

orttidsvård

）、
補
助
器
具
サ
ー
ビ
ス
（H

jälpm
edel

）、
住
宅
改
修
サ
ー
ビ
ス
（Bostadsanpassningsservice

）
な
ど
が
あ
る

（
高
島
・
前
掲
注
（
12
）
一
七
六
―
一
八
五
頁
）。

（
35
）　

訓
覇
・
前
掲
注
（
12
）
三
七
頁
。

（
36
）　

訓
覇
・
前
掲
注
（
12
）
四
〇
頁
。

（
37
）　

介
護
知
識
の
他
、
管
理
知
識
に
加
え
て
管
理
知
識
が
含
ま
れ
る
三
年
間
の
大
学
専
門
教
育
を
受
け
た
も
の
を
指
す
。

（
38
）　

訓
覇
・
前
掲
注
（
12
）
四
〇
―
四
一
頁
。

（
39
）　

ビ
ヤ
ネ
ー
ル
・
前
掲
注
（
12
）
一
二
七
頁
。

（
40
）　

訓
覇
・
前
掲
注
（
12
）
四
一
―
四
二
頁
。

（
41
）　

高
島
・
前
掲
注
（
12
）
一
八
七
―
一
八
八
頁
。

（
42
）　

ビ
ヤ
ネ
ー
ル
・
前
掲
注
（
12
）
一
六
七
頁
、
奥
村
・
前
掲
注
（
15
）
三
三
頁
。

（
43
）　

訓
覇
・
前
掲
注
（
12
）
四
二
―
四
五
頁
。
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（
44
）　

ビ
ヤ
ネ
ー
ル
・
前
掲
注
（
12
）
一
三
三
頁
。

（
45
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
12
）
一
三
八
頁
。

（
46
）　

ビ
ヤ
ネ
ー
ル
・
前
掲
注
（
12
）
一
二
三
頁
。

（
47
）　

ビ
ヤ
ネ
ー
ル
・
前
掲
注
（
12
）
一
二
三
頁
。

（
48
）　

訓
覇
・
前
掲
注
（
12
）
三
九
頁
。

（
49
）　

大
半
の
自
治
体
は
、
自
ら
独
立
採
算
の
非
営
利
の
住
宅
法
人
を
有
し
て
い
る
。
非
営
利
の
住
宅
法
人
の
理
事
は
、
自
治
体
議
会
を
構
成
す
る
議
員
の

政
党
比
で
構
成
さ
れ
る
。
非
営
利
の
住
宅
法
人
が
新
し
い
住
宅
を
建
設
す
る
場
合
に
は
、
所
有
者
（
一
般
的
に
自
治
体
）
が
持
ち
分
資
本
と
し
て
建
設
コ

ス
ト
の
一
％
を
供
給
し
、
そ
の
他
の
住
宅
建
設
等
に
か
か
る
費
用
は
非
営
利
の
住
宅
法
人
が
一
般
金
融
市
場
で
借
り
る
こ
と
が
多
い
（
財
団
法
人
ハ
ウ
ジ

ン
グ
ア
ン
ド
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
財
団
『
Ｎ
Ｐ
Ｏ
教
書
―
創
発
す
る
市
民
の
ビ
ジ
ネ
ス
革
命
』（
風
土
社
、
一
九
九
七
年
）
四
三
一
―
四
三
三
頁
）。
非
営
利
の

住
宅
法
人
は
、
そ
の
全
国
組
織
で
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
非
営
利
住
宅
法
人
全
国
連
合
会
（SA

BO
 :Sveriges A

llm
ännyttiga Bostadsföretag

）
に
加

入
し
て
い
る
（
外
山
義
「
住
宅
政
策
と
都
市
計
画
」
丸
尾
直
美
・
塩
野
谷
祐
一
編
『
先
進
諸
国
の
社
会
保
障
５　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
九
九
年
）
三
一
六
頁
）。
な
お
、
非
営
利
の
住
宅
法
人
が
提
供
す
る
賃
貸
住
宅
の
法
律
関
係
を
規
定
し
た
法
律
と
し
て
「
非
営
利
の
住
宅
法
人

に
関
す
る
法
律
（lag om

allm
ännyttiga bostadsföretag　

SFS2002:102

）」
が
あ
る
。

（
50
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
12
）
一
三
八
頁
。

（
51
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
15
）
三
三
頁
。

（
52
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
15
）
三
七
頁
脚
注
一
参
照
。

（
53
）　Edström

 &
 Gustafsson, supra note 28, at 15. 

住
宅
貯
蓄
協
同
組
合
（
Ｈ
Ｓ
Ｂ
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
〔w

w
w

.hsb.se 

二
〇
一
五
年
一
二

月
七
日
最
終
閲
覧
〕。

（
54
）　

シ
ニ
ア
ハ
ウ
ス
の
供
給
数
が
最
も
多
い
民
間
企
業
は
、
シ
ニ
ア
ガ
ー
デ
ン
（Seniorgården

）
と
い
う
Ｊ
Ｍ
建
設
会
社
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
の
大

手
建
設
会
社
で
あ
る
）
の
子
会
社
で
あ
り
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
に
、
全
国
に
五
五
〇
〇
棟
以
上
の
シ
ニ
ア
ハ
ウ
ス
と
約
一
、八
〇
〇
棟

の
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
を
建
設
し
て
い
る
（
シ
ニ
ア
ガ
ー
デ
ン
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
〔http://seniorgarden.se/om

-oss/ 

二
〇
一
五
年
一
二
月
七

スウェーデンにおける高齢者の住まいに関する法制〔太矢　一彦・根岸　謙〕

340



日
最
終
閲
覧
〕）。

（
55
）　Edström

 &
 Gustafsson, supra note 28, at 16.　

民
間
の
シ
ニ
ア
ハ
ウ
ス
運
営
会
社Blom

sterfonden

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〔w

w
w

.

blom
sterfonden.se 

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕
及
び
同Ekeby H

us

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
〔w

w
w

.ekebyhus.se 

二
〇
一
五
年
一
二

月
七
日
最
終
閲
覧
〕。

（
56
）　

シ
ニ
ア
ハ
ウ
ス
を
提
供
し
て
い
る
住
宅
協
同
組
合
の
主
た
る
も
の
と
し
て
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
住
宅
協
同
組
合
（Stockholm

s K
ooperativa 

Bostadsförening
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
組
合
は
一
九
一
六
年
に
設
立
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
現
在
で
は
、
シ
ニ
ア
ハ
ウ
ス
な
ど
の
高
齢
者
施
設
に
限
ら

ず
、
一
般
的
な
住
宅
も
保
有
し
て
お
り
、
八
万
四
五
〇
〇
人
以
上
の
組
合
員
と
七
六
〇
〇
棟
以
上
の
居
住
権
方
式
に
よ
る
住
宅
を
保
有
し
て
い
る
（
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
住
宅
協
同
組
合
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
〔https://w

w
w

.skb.org/ 

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕）。

（
57
）　

奥
村
・
前
掲
注
（
15
）
二
七
頁
。

（
58
）　

ビ
ヤ
ネ
ー
ル
・
前
掲
注
（
12
）
一
一
六
頁
。

（
59
）　

ビ
ヤ
ネ
ー
ル
・
前
掲
注
（
12
）
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

（
60
）　

水
村
・
前
掲
注
（
12
）
五
六
頁
、
西
下
・
前
掲
注
（
12
）
三
四
頁
。

（
61
）　

西
下
・
前
掲
注
（
12
）
三
三
―
三
四
頁
。

（
62
）　

水
村
・
前
掲
注
（
12
）
五
八
頁
。

（
63
）　Edström

 &
 Gustafsson, supra note 28, at 16.

（
64
）　

西
下
・
前
掲
注
（
12
）
三
三
―
三
四
頁
。

（
65
）　Sabina W

ikgren O
rstam

, Care of the Elderly in Sw
eden T

oday, at 24

（2006

）〔http://w
ebbutik.skl.se/bilder/artiklar/

pdf/7164-211-0.pdf　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕.

（
66
）　

外
山
・
前
掲
注
（
49
）
三
一
九
―
三
二
〇
頁
。

（
67
）　Eva H

edm
an, A

 history of the Sw
edish system

 of non-profit m
unicipal housing, at 9

―10

（2008

）〔http://w
w

w
.boverket.se/

globalassets/publikationer/dokum
ent/2008/history_of_the_sw

edish_system
_of_non-profit_m

unicipal_housing.pdf　

二
〇
一
五
年
一
二
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月
七
日
最
終
閲
覧
〕.

（
68
）　H

edm
an, supra note 67, at 10. 

竹
崎
孜
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
居
住
者
運
動
」
早
川
和
男
編
『
講
座
現
代
居
住
５　

世
界
の
居
住
運
動
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
七
七
頁
。

（
69
）　

外
山
・
前
掲
注
（
49
）
三
一
六
頁
、
竹
崎
・
前
掲
注
（
68
）
八
一
頁
。
住
宅
貯
蓄
協
同
組
合
（
Ｈ
Ｓ
Ｂ
）
の
組
織
は
、
上
部
機
関
で
あ
る
「
Ｈ
Ｓ
Ｂ

全
国
連
合
会
」、
お
よ
び
、
下
部
組
織
の
う
ち
親
組
合
で
あ
る
「
Ｈ
Ｓ
Ｂ
地
域
協
会
」（
約
三
〇
組
織
）
と
、
子
組
合
で
あ
る
「
Ｈ
Ｓ
Ｂ
居
住
権
組
合
」

（
約
四
千
組
織
）
か
ら
成
る
。

　
　

Ｈ
Ｓ
Ｂ
で
住
戸
を
得
る
た
め
に
は
、
組
合
員
に
な
り
、
最
低
二
年
間
の
Ｈ
Ｓ
Ｂ
地
域
協
会
の
も
と
で
住
宅
貯
蓄
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｈ
Ｓ
Ｂ
地

域
協
会
に
収
め
ら
れ
た
貯
蓄
は
、
Ｈ
Ｓ
Ｂ
全
国
連
合
会
の
貯
蓄
基
金
に
集
め
ら
れ
、
組
合
員
の
た
め
の
土
地
や
建
設
の
資
金
と
し
て
貸
し
出
さ
れ
る
（
他

に
、
Ｈ
Ｓ
Ｂ
全
国
連
合
会
は
、
各
地
域
の
Ｈ
Ｓ
Ｂ
地
域
協
会
に
指
導
・
助
言
を
し
た
り
、
調
査
研
究
開
発
・
技
術
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
、
建
築
資
材
の
生

産
・
仕
入
れ
な
ど
を
行
っ
て
い
る
）。
実
際
に
土
地
を
購
入
し
、
建
物
の
建
設
計
画
を
立
て
る
の
は
各
地
域
の
Ｈ
Ｓ
Ｂ
地
域
協
会
で
あ
る
（
他
に
、
Ｈ
Ｓ

Ｂ
地
域
協
会
は
Ｈ
Ｓ
Ｂ
居
住
権
組
合
に
対
し
て
、
会
計
の
サ
ポ
ー
ト
や
法
律
面
の
支
援
、
ま
た
、
組
合
間
の
親
睦
を
図
る
た
め
の
運
動
会
や
高
齢
者
の
た

め
の
催
し
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。）。
建
物
完
成
後
は
、
そ
の
建
物
に
住
む
こ
と
に
な
る
組
合
員
で
構
成
さ
れ
る
Ｈ
Ｓ
Ｂ
居
住
権
組
合
が
当
該
建
物
を
所
有

し
、
管
理
す
る
こ
と
に
な
る
（
財
団
法
人
ハ
ウ
ジ
ン
グ
ア
ン
ド
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
財
団
・
前
掲
注
（
49
）
四
四
四
―
四
四
六
頁
、
神
谷
宏
治
、
池
沢
喬
、
延

藤
安
弘
、
中
林
由
行
『
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
』（
鹿
島
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
二
〇
四
頁
）。

（
70
）　

竹
崎
・
前
掲
注
（
68
）
八
〇
頁
で
は
、「
居
住
権
付
き
住
宅
」
と
し
て
い
る
。

（
71
）　

水
村
・
前
掲
注
（
12
）
三
三
頁
。

（
72
）　

外
山
・
前
掲
注
（
49
）
三
二
〇
頁
。
ま
た
、
一
九
三
四
年
に
、
社
会
民
主
党
の
政
策
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
、
ア
ル
ヴ
ァ
・
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
と
グ
ン

ナ
ー
・
ミ
ュ
ル
ダ
ー
ル
夫
妻
（A

lva and Gunnar M
yrdal

）
は
『
人
口
問
題
の
危
機
』
と
い
う
著
書
を
発
表
し
、「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
貧
困
国
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
口
を
当
時
と
同
じ
規
模
に
保
つ
だ
け
の
出
生
率
が
保
て
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
住
宅
の
不
足
お
よ
び
住
宅
の
劣
悪
な
環
境
に
起
因

す
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
人
口
問
題
の
観
点
か
ら
住
宅
保
障
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
水
村
・
前
掲
注
（
12
）
一
三
頁
）。

（
73
）　H

edm
an, supra note 67, at 10

―11.
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（
74
）　

外
山
・
前
掲
注
（
49
）
三
一
六
頁
。

（
75
）　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
新
築
住
宅
戸
数
に
つ
い
て
の
一
九
四
五
年
以
降
の
統
計
を
み
て
み
る
と
、「
一
軒
家
」、「
居
住
権
方
式
に
よ
る
住
宅
」、「
公
的
な

賃
貸
住
宅
」、「
私
営
の
賃
貸
住
宅
」
の
う
ち
、
一
九
四
五
年
の
時
点
で
は
、「
居
住
権
方
式
に
よ
る
住
宅
」
と
「
公
的
な
賃
貸
住
宅
」
は
そ
れ
ぞ
れ
四
％
、

六
％
で
し
か
な
か
っ
た
が
（「
一
軒
家
」
は
三
八
％
、「
私
営
の
賃
貸
住
宅
」
は
五
二
％
）、
一
九
四
六
年
の
非
営
利
の
住
宅
法
人
設
立
を
経
て
、

一
九
六
〇
年
に
は
「
居
住
権
方
式
に
よ
る
住
宅
」
と
「
公
的
な
賃
貸
住
宅
」
は
そ
れ
ぞ
れ
九
％
、
一
四
％
に
ま
で
上
が
っ
て
い
る
（「
一
軒
家
」
は

三
四
％
、「
私
営
の
賃
貸
住
宅
」
は
四
三
％
）。
そ
の
後
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
、
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
五
年
の
間
に
年
百
万
戸
の
新
築
住
宅
を
建

設
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
ミ
リ
オ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
一
九
七
〇
年
に
は
「
居
住
権
方
式
に
よ
る
住
宅
」
と
「
公
的
な
賃
貸
住
宅
」
の
割
合

は
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
％
、
二
三
％
に
ま
で
上
が
り
（「
一
軒
家
」
は
三
四
％
、「
私
営
の
賃
貸
住
宅
」
は
三
〇
％
）、
以
後
、
そ
の
割
合
を
維
持
し

て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
で
は
、「
一
軒
家
」
は
三
八
％
、「
居
住
権
方
式
に
よ
る
住
宅
」
は
一
七
％
、「
公
的
な
賃
貸
住
宅
」
は
二
二
％
、「
私
営
の
賃
貸
住

宅
」
は
二
三
％
と
な
っ
て
い
る
（Englund. P., P.H

. H
endershott &

 B. T
urner, T

he T
ax reform

 and the H
ousing M

arket, Sw
edish 

Econom
ic Policy Review

, V
ol.2, at 323.

〔http://w
w

w
.governm

ent.se/contentassets/a636760acb0d49c3be629673e7d8298d/peter-

englund-patric-h.-henderschott--bengt-turner-the-tax-reform
-and-the-housing-m

arket　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕）。

（
76
）　Laura Carlson, T

he Fundam
entals of Sw

edish Law
, at 485 （2d 2013

）.

（
77
）　

水
村
・
前
掲
注
（
12
）
三
三
頁
。

（
78
）　

小
林
秀
樹
「
組
合
所
有
は
区
分
所
有
に
代
わ
り
う
る
か
」
日
本
不
動
産
学
会
誌
二
二
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
四
頁
。

（
79
）　

水
村
・
前
掲
注
（
12
）
三
〇
―
三
一
頁
。

（
80
）　Carlson, supra note 76, at 482

―483.

（
81
）　Ines U

usm
ann, K

ooperativ hyresrätt - N
ya m

öjligheter för den fjärde upplåtelseform
en, at 10

（2005

）〔http://w
w

w
.

boverket.se/globalassets/publikationer/dokum
ent/2005/kooperativa_hyresratter.pdf　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕.

（
82
）　

シ
ニ
ア
ハ
ウ
ス
・
カ
ー
ル
ス
ク
ル
ー
ナ
（Seniorhus K

arlskrona

）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
〔http://seniorhus.se/?page_id=79 

二
〇
一
五

年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕。
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（
83
）　

本
稿
で
土
地
法
（Jordabalk SFS1970:994

）、
賃
料
交
渉
法
（H

yresförhandlingslag SFS1978:304

）、
差
別
対
策
法
（D

iskrim
ineringslagen  

SFS2008:567

）、
支
払
命
令
及
び
執
行
法
（lag om

 betalningsföreläggande och handräckning SFS1990:746

）、
不
動
産
賃
貸
借
紛
争
処
理
委

員
会
及
び
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
に
関
す
る
法
律
（lag om

 arrendenam
nder och hyresnm

nder SFS1973:188

）、
仲
裁
法
（lag om

 

skiljeforfarande SFS1999:116

）、
居
住
権
法
（Bostadsrättslag  SFS1991:614

）、
居
住
権
組
合
に
関
す
る
法
律
（Bostadsrättsförordning 

SFS1991:630
）、
協
同
賃
貸
借
法
（lag om

 kooperativ hyresratt SFS2002:93

）、
商
事
組
合
法
（lag om

 ekonom
iska reningar  

SFS1987:667
）
に
つ
い
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
〔https://w

w
w

.kth.se/polopoly_fs/1.476821!/

Land_Code.pdf　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕。

（
84
）　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
の
条
文
構
成
は
、
一
つ
の
法
律
をK

apitel

（
章
）
ご
と
に
分
割
し
、
章
ご
と
にSektion 1

（
一
条
）
か
ら
条
文
が
置
か
れ
て
い

る
。

　
　

条
文
内
の
構
成
は
、
項
数
を
付
さ
ず
に
段
落
ご
と
に
内
容
を
分
け
て
お
り
、
例
え
ば
一
段
落
目
はU

nder-sektion 1

（
本
稿
で
は
便
宜
上
、「
一
項
」

と
呼
ぶ
。）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

項
数
の
下
位
項
目
に
は
、
例
え
ば
第
一
号
はParagraf 1

（
本
稿
で
は
便
宜
上
「
一
号
」
と
呼
ぶ
。）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

土
地
法
は
、
第
一
部
「
不
動
産
に
変
化
を
も
た
ら
す
法
律
関
係
（Rättsförhållanden rörande fast egendom

、
第
一
章
な
い
し
第
一
八
章
）」

と
、
第
二
部
「
権
利
の
登
記
（
第
一
九
章
な
い
し
第
二
三
章
）」
か
ら
成
る
。
第
一
章
か
ら
第
二
三
章
の
見
出
し
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
章

「
不
動
産
概
念
と
そ
の
範
囲
（Fastighet och dess gränser
）」、
第
二
章
「
不
動
産
定
着
物
（T

illbehör till fastighet

）」、
第
三
章
「
相
隣
関
係

（Rättsförhållanden m
ellan grannar

）」、
第
四
章
「
売
買
、
交
換
、
贈
与
（K

öp

、 byte och gåva

）」、
第
五
章
「
対
抗
に
よ
り
所
有
権
を
奪
わ
れ

る
当
事
者
に
対
す
る
影
響
等
（V

erkan av att fast egendom
 frånvinnes någon efter klander m

.m
.

）」、
第
六
章
「
先
取
特
権
（Panträtt

）」、

第
七
章
「
利
用
者
の
権
利
、
地
役
権
、
電
力
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
（A

llm
änna bestäm

m
elser om

 nyttjanderätt

、servitut 

och rätt till elektrisk kraft

）」、
第
八
章
「
原
則
的
な
土
地
賃
貸
借
（A

rrende i allm
änhet

）」、
第
九
章
「
農
地
賃
貸
借
（Jordbruksarrende

）」、

第
一
〇
章
「
宅
地
賃
貸
借
（Bostadsarrende

）」、
第
一
一
章
「
商
業
目
的
の
土
地
賃
貸
借
（A

nläggningsarrende

）」、
第
一
二
章
「
建
物
賃
貸
借
、

借
家
法
（H

yra

）」、
第
一
三
章
「
公
有
地
用
益
権
（T

om
trätt

）」、
第
一
四
章
「
地
役
権
（Servitut

）」、
第
一
五
章
「
電
力
に
関
す
る
権
利
（Rätt 
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till elektrisk kraft

）」、
第
一
六
章
「
不
動
産
に
関
す
る
命
令
権
限
（H

ävd till fast egendom

）」、
第
一
七
章
「
登
記
に
基
づ
く
優
先
権
（Företräde 

på grund av inskrivning

）」、
第
一
八
章
「
登
記
不
動
産
の
善
意
取
得
等
（Godtrosförvärv på grund av inskrivning och betydelse av 

inskrivning i vissa andra fall

）」、
第
一
九
章
「
登
記
方
法
等
（H

andläggning av inskrivningsärenden m
.m

.

）」、
第
二
〇
章
「
所
有
権
の
登

記
（Lagfart

）」、
第
二
一
章
「
賃
借
権
に
つ
い
て
の
登
記
資
格
（Inskrivning av tom

trätt

）」、
第
二
二
章
「
担
保
（Inteckning

）」、
第
二
三
章

「
賃
借
権
、
地
役
権
、
電
力
権
以
外
の
利
用
権
に
つ
い
て
の
登
記
資
格
（Inskrivning av annan nyttjanderätt än tom

trätt sam
t avservitut och 

rätt till elektrisk kraft

）」。

（
85
）　Fredrik O

lofsson, A
rrende i ett föränderligt jordbruk, at 12

（2012

）〔http://w
w

w
.diva-portal.org/sm

ash/get/diva2:570584/

FU
LLT

EX
T

01.pdf　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕.

（
86
）　

こ
こ
で
の
協
議
内
容
は
日
付
の
あ
る
書
面
に
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｈ
Ｆ
Ｌ
三
条
二
項
一
文
）。

（
87
）　H

yresgästföreningen, T
he Sw

edish U
nion of T

enants, at 10

（2003

）〔http://w
w

w
.iut.nu/m

em
bers/Sw

edish%
20U

nion%
20

of%
20T

enants.pdf　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕.

（
88
）　O

livia Bååth, T
enantʼs Rights Brochure for SW

ED
EN

（T
EN

LA
W

: T
enancy Law

 and H
ousing Policy in M

ulti-level Europe

）, 

at 2

（2014

）.〔http://w
w

w
.tenlaw

.uni-brem
en.de/Brochures/Sw

edenBrochure_09052014.pdf　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕

（
89
）　

世
界
主
要
国
の
生
活
環
境
に
つ
い
て
記
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トJU

ST
 Landed

〔https://w
w

w
.justlanded.com

/english/Sw
eden/Sw

eden-

Guide/H
ousing-Rentals/T

he-Rental-m
arket 

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕
参
照
。

（
90
）　Bååth, supra note 88, at 3.

（
91
）　Bååth, supra note 88, at 7.

（
92
）　Bååth, supra note 88, at 7.

（
93
）　Carlson, supra note 76, at 469.

（
94
）　

利
用
価
値
は
客
観
的
に
評
価
さ
れ
、
個
々
の
賃
借
人
が
重
要
と
感
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
的
な
賃
借
人
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
も
の
に
基
づ

く
。
利
用
価
値
の
考
慮
要
素
と
し
て
は
、
建
物
の
一
般
的
な
状
態
、
住
宅
環
境
、
公
共
輸
送
機
関
と
の
距
離
、
家
屋
の
大
き
さ
、
部
屋
数
、
現
代
的
の
程
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度
、
レ
イ
ア
ウ
ト
、
防
音
性
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
の
距
離
、
洗
濯
機
や
食
糧
貯
蔵
施
設
、
建
物
の
施
設
・
管
理
、
ガ
レ
ー
ジ
や
駐
車
場
と
の
距
離
な
ど
が

あ
る
と
さ
れ
る
（Carlson, supra note 86, at 477.

）。

　
　

利
用
価
値
に
基
づ
い
た
適
切
な
賃
料
を
決
定
す
る
た
め
に
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
は
賃
料
交
渉
法
に
関
す
る
観
点
か
ら
主
に
賃
貸
家
屋
の
利

用
価
値
を
調
べ
る
が
、
同
法
に
定
め
る
利
用
価
値
を
評
価
す
る
要
素
が
家
屋
に
見
ら
れ
な
い
場
合
は
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
は
他
の
地
域
に
あ

る
類
似
の
環
境
や
条
件
下
の
類
似
の
賃
貸
家
屋
の
利
用
価
値
か
ら
利
用
価
値
を
考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
（
Ｈ
Ｌ
五
五
条
三
項
）。

（
95
）　

た
だ
し
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
が
、
退
去
命
令
の
執
行
に
つ
い
て
定
め
た
不
動
産
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
及
び
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理

委
員
会
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
本
件
に
つ
き
決
定
を
な
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
Ｈ
Ｌ
五
〇
条
二
項
）。
賃
貸
借
契
約
で
あ
ら
か
じ
め
定
め

ら
れ
た
契
約
内
容
は
、
本
件
紛
争
が
最
終
的
に
解
決
さ
れ
る
ま
で
賃
借
人
が
家
屋
に
留
ま
る
間
、
適
用
さ
れ
る
（
Ｈ
Ｌ
五
〇
条
三
項
）。

（
96
）　

萩
原
教
授
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
裁
判
所
を
「
通
常
裁
判
所
」、「
一
般
行
政
裁
判
所
」、「
特
別
裁
判
所
」
に
大
別
し
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会

を
「
特
別
裁
判
所
」
に
位
置
付
け
て
い
る
（
萩
原
金
美
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
司
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
六
年
）
一
七
頁
）。

（
97
）　

萩
原
教
授
に
よ
れ
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
司
法
と
行
政
と
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
と
い
う
言
葉
な
い
し
概
念
は
曖
昧
な
も
の

と
な
っ
て
お
り
、「
裁
判
所
と
い
う
名
称
を
冠
し
て
い
な
い
の
に
実
質
的
に
裁
判
所
の
機
能
を
果
た
し
、
か
つ
、
法
務
省
（
の
所
管
）
に
属
す
る
機
関
が

あ
る
反
面
、
裁
判
所
と
い
う
名
称
を
冠
し
な
が
ら
法
務
省
に
属
し
な
い
機
関
も
存
在
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、A

rende-och hyresnäm
nd

に
つ
い
て
は
、
司
法
機
関
か
行
政
機
関
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
、「
不
動
産
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
及
び
建
物
賃

貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
」（
本
文
中
で
あ
て
た
訳
語
）
と
い
う
よ
う
に
「
委
員
会
」
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
も
あ
れ
ば
（
萩
原
金
美
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法

律
用
語
辞
典
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
七
年
）
一
四
頁
、
九
三
頁
）、「
地
方
不
動
産
賃
貸
借
裁
判
所
及
び
地
方
賃
料
裁
判
所
」
と
い
う
よ
う
に

「
裁
判
所
」
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
（
眞
保
眞
人
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
住
宅
政
策
と
障
害
者
住
宅
の
形
態
」
長
崎
国
際
大
学
論
叢
第
二
巻

（
二
〇
〇
二
年
）
一
七
八
頁
、
公
益
財
団
法
人
ハ
イ
ラ
イ
フ
研
究
所
の
サ
イ
ト
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
学
ぶ
、
日
本
の
再
構
築
」〔http://w

w
w

.hilife.

or.jp/sw
eden/　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕
等
）
も
あ
る
。

（
98
）　

環
境
裁
判
所
に
は
、
地
方
環
境
裁
判
所
と
環
境
控
訴
裁
判
所
（
地
方
環
境
裁
判
所
か
ら
の
控
訴
を
担
当
す
る
裁
判
所
）
の
二
つ
が
あ
る
。

　
　

地
方
環
境
裁
判
所
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
内
の
五
都
市
に
あ
り
、
す
べ
て
地
方
裁
判
所
の
中
に
あ
る
。
他
方
、
環
境
控
訴
裁
判
所
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム

スウェーデンにおける高齢者の住まいに関する法制〔太矢　一彦・根岸　謙〕

346



の
控
訴
裁
判
所
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
環
境
裁
判
所
は
、
裁
判
官
一
人
（
法
務
大
臣
の
任
命
）、
環
境
技
術
専
門
家
一
人
、
民
間
専
門
家
二
人
の

四
人
で
構
成
さ
れ
、
四
人
は
裁
決
に
関
し
て
平
等
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
他
方
、
環
境
控
訴
裁
判
所
は
、
裁
判
官
四
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　

二
〇
一
一
年
五
月
二
日
の
環
境
法
典
改
正
に
よ
り
、
環
境
裁
判
所
は
「
土
地
・
環
境
裁
判
所
」
と
名
称
が
変
更
さ
れ
、
地
方
の
土
地
利
用
計
画
と
建
築

許
諾
も
所
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
以
上
、
公
益
財
団
法
人
ハ
イ
ラ
イ
フ
研
究
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
学
ぶ
、
日
本
の
再
構
築
」

〔http://w
w

w
.hilife.or.jp/sw

eden/ 

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕
参
照
）。

　
　

な
お
、
同
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、
建
物
賃
貸
借
紛
争
処
理
委
員
会
が
取
り
扱
っ
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
の
件
数
を
掲
載
し
て
お
り
、
〇
八
年
は

二
万
七
四
七
〇
件
、
〇
九
年
は
二
万
七
六
一
六
件
、
一
〇
年
は
二
万
七
一
九
一
件
、
一
一
年
は
二
万
七
一
一
七
件
、
一
二
年
は
二
万
九
七
七
八
件
で
あ

る
。

（
99
）　Carlson, supra note 76, at 488.

（
100
）　

仲
裁
法
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
萩
原
教
授
に
よ
り
、
そ
の
翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
（
萩
原
金
美
『
翻
訳 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
手
続
諸
法
集
成
』（
中
央
大

学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
））。

（
101
）　Carlson, supra note 76, at 459, 489.

（
102
）　Carlson, supra note 76, at 484.

（
103
）　

同
契
約
書
は
、
サ
高
住
の
入
居
契
約
書
と
し
て
参
考
と
す
べ
き
雛
型
で
あ
り
、「
そ
の
使
用
は
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
サ
ー
ビ
ス
付
き
高

齢
者
向
け
住
宅
に
係
る
入
居
契
約
に
お
い
て
当
事
者
間
の
紛
争
を
未
然
に
防
止
し
、
入
居
者
で
あ
る
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、

使
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
」
く
、「
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
、
合
理
的
な
範
囲
で
必
要
に
応
じ
て
修
正
を
加
え
て
使
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」
と

説
明
さ
れ
る
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
」
参
照
〔https://w

w
w

.satsuki-jutaku.jp/index.php　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕）。

（
104
）　

小
玉
徹
「
欧
州
に
お
け
る
住
宅
手
当
の
展
開
と
日
本
の
課
題
（
そ
の
１
）」
季
刊
経
済
研
究
三
四
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
頁
。

（
105
）　O

rstam
, supra note 65, at 25.

（
106
）　U

usm
ann, supra note 81, at 21.

ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
林
・
前
掲
注
（
78
）
が
詳
し
い
。
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（
107
）　

国
土
交
通
省
総
合
技
術
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
多
世
代
利
用
型
超
長
期
住
宅
及
び
宅
地
の
形
成
・
管
理
技
術
の
開
発
（
多
世
代
利
用
総
プ
ロ
）」
検

討
会
資
料
1
―3
―4
「
住
宅
の
多
世
代
利
用
に
資
す
る
供
給
手
法
及
び
利
用
形
態
（
組
合
所
有
方
式
）
に
関
す
る
調
査
検
討
」〔http://w

w
w

.nilim
.

go.jp/lab/ieg/tasedai/shiryou/091030_1_3_4.pdf#search='%
E4%

BD
%

8F%
E5%

A
E%

85%
E3%

81%
A

E%
E5%

A
4%

9A
%

E4%
B8%

96%
E

4%
BB%

A
3%

E5%
88%

A
9%

E7%
94%

A
8%

E3%
81%

A
B%

E8%
B3%

87%
E3%

81%
99%

E3%
82%

8B%
E4%

BE%
9B%

E7%
B5%

A
6%

E6%
89%

8

B%
E6%

B3%
95%

E5%
8F%

8A
%

E3%
81%

B3%
E5%

88%
A

9%
E7%

94%
A

8%
E5%

BD
%

A
2%

E6%
85%

8B%
EF%

BC%
88%

E7%
B5%

84%
E5%

90%
88%

E6%
89%

80%
E6%

9C%
89%

E6%
96%

B9%
E5%

BC%
8F%

EF%
BC%

89%
E3%

81%
A

B%
E9%

96%
A

2%
E3%

81%
99%

E3%
82%

8B%
E8

%
A

A
%

BF%
E6%

9F%
BB%

E6%
A

4%
9C%

E8%
A

8%
8E'　

二
〇
一
五
年
一
二
月
七
日
最
終
閲
覧
〕。

（
108
）　
「
高
齢
者
が
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
住
ま
い
を
提
供
」
ハ
ウ
ジ
ン
グ
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
第
四
八
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
八
頁
。

〔
付
記
〕
本
稿
を
執
筆
す
る
に
当
た
り
、
日
本
社
会
事
業
大
学
の
井
上
由
起
子
教
授
、
東
洋
大
学
の
水
村
容
子
教
授
、
日
本
大
学
の
矢
田
尚
子
准
教
授
か

ら
、
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
お
名
前
を
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
述
べ
た
い
。
あ
り
得
べ
き
誤
謬
は
筆
者
に
帰
属
す
る
。
尚
、
本
研
究
は
、
科
研

費
基
盤
研
究
（
C
）
課
題
番
号26504014

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

―
た
や　

か
ず
ひ
こ
・
法
学
部
教
授
―

 

―
ね
ぎ
し　

け
ん
・
東
北
大
学
博
士
課
程
後
期
―
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